
【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年11月15日

【会社名】 株式会社鉄人化ホールディングス

(旧会社名株式会社鉄人化計画)

【英訳名】 TETSUJIN Holdings,Inc.

(旧英訳名TETSUJIN Inc.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　根来　拓也

【本店の所在の場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号

【電話番号】 03(3793)5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役　管理本部長　浦野　敏男

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号

【電話番号】 03(3793)5117

【事務連絡者氏名】 常務取締役　管理本部長　浦野　敏男

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 (第14回新株予約権)  

その他の者に対する割当 387,800円
 

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額

 30,207,800円

(第15回新株予約権)  

その他の者に対する割当 1,932,000円
 

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額

 386,932,000円

(第16回新株予約権)  

その他の者に対する割当 1,071,000円
 

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額

 442,071,000円
 

(注)　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、当

社が取得した新株予約権を消却した場合及び行使価額が調

整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額の合計額は減少する可能性があります。

 
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 700個(新株予約権１個につき100株)

発行価額の総額 387,800円

発行価格
新株予約権１個につき554円(新株予約権の目的である株式１株
当たり5.54円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2024年12月５日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社鉄人化ホールディングス　管理本部
東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号

払込期日 2024年12月５日

割当日 2024年12月５日

払込取扱場所 株式会社横浜銀行　自由が丘支店
 

(注) １．第14回新株予約権証券(以下「本第14回新株予約権」といい、下記「２　新規発行新株予約権証券(第15回新

株予約権証券)(1) 募集の条件」で定義する本第15回新株予約権を以下「本第15回新株予約権」といい、下

記「３　新規発行新株予約権証券(第16回新株予約権証券)(1) 募集の条件」で定義する本第16回新株予約権

を以下「本第16回新株予約権」といい、本第14回新株予約権、本第15回新株予約権及び本第16回新株予約権

を総称して「本新株予約権」といいます。)の発行については、2024年11月15日に開催された当社取締役会

決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに当社及び割当予定先との間で

本第14回新株予約権に係る総数引受契約(以下、「本新株予約権引受契約」といいます。)を締結し、払込期

日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本第14回新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権引

受契約を締結しない場合は、本第14回新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

４．本第14回新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。

５．本第14回新株予約権の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
新株予約権の目的となる株式の種類 株式会社鉄人化ホールディングス　普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準とな
る株式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 １．本第14回新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株
式70,000株とする(本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以
下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但
し、本欄第２項乃至第５項により割当株式数が調整される場合には、
本第14回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応
じて調整されるものとする。

２．当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割
等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整
される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

 
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率
 

３．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３項の規定に従って
行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除
く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結
果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調
整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払
込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 
４．本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該

調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項(2)及
び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適
用する日と同日とする。

５．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開
始日の前日までに、本第14回新株予約権に係る新株予約権者(以下、
「本第14回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及び
その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始
日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行
使時の払込金額」欄第３項(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日
までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速や
かにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額 １．本第14回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本第14回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、そ
の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

２．本第14回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当た
りの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、426円とする。但し、
行使価額は本欄第３項の定めるところに従い調整されるものとする。

３．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本第14回新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事

由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生
じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整
式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の
行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整
前行使価額」という)。

 

    
 

既発行
普通株式数

 
＋

新発行・処分
普通株式数

×
１株当たり
の払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
 

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価

額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を

新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合
(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社普通株式の交付と引
換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる
証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取
得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日
とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に
割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の
翌日以降これを適用する。
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②　株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを
適用する。

③　本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の
交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請
求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社
普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合
を含む。)する場合(但し、当社の取締役、監査役及び従業員に対
するストックオプションの発行、並びに本第15回新株予約権及び
本第16回新株予約権の発行を除く。)
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全て
が当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当
社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の
翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合
にはその日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)②
に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調
整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調
整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤　本項(2)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力
の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関
の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかかわら
ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適
用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が
あった日までに本第14回新株予約権の行使請求をした本第14回新
株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交
付する。この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨
てるものとする。

 

 
株式数＝

(
調整前
行使価額

－
調整後
行使価額

) ×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額

との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わな
い。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行
使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に
代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算
出し、小数第２位を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適
用される日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日
目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とす
る。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで
算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、ま
た、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用
する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式の総数か
ら、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用す
る新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当
社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないもの
とする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、本第14回新株予約権者と協議の上、必要な行使価
額の調整を行う。

①　株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式
交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる
事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、
他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
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 (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始
日の前日までに、本第14回新株予約権者に対し、かかる調整を行う
旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定め
る場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな
い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

30,207,800円
(注)　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取

得した新株予約権を消却した場合、また、別記「新株予約権の行使
時の払込金額」欄第３項により行使価額が調整された場合には、新
株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ
き金額の合計額を合算した金額は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本第14回新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価
格は、行使請求に係る各本第14回新株予約権の行使に際して払い込む
べき金額の総額に、行使請求に係る各本第14回新株予約権の発行価額
の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記
載の本第14回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
本第14回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未
満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本
金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準
備金の額とする。

新株予約権の行使期間 2024年12月６日から2027年12月６日までとする。なお、行使期間最終日が
営業日でない場合はその前営業日を最終日とする。但し、以下の期間につ
いては、行使請求をすることができないものとする。
①　振替機関が本第14回新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日
②　別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄記載

の組織再編行為をするために本第14回新株予約権の行使の停止が必要
である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は１
か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の１
か月前までに本第14回新株予約権者に通知した場合における当該期間

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２．新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社横浜銀行　自由が丘支店

新株予約権の行使の条件 各本第14回新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条件

１．当社は、当社取締役会が決議した場合は、本第14回新株予約権の払込
期日の翌日以降、会社法第273条第２項(残存する本新株予約権の一部
を取得する場合は、同法第273条第２項及び第274条第３項)の規定に
従って、当社取締役会が定める取得日の２週間前までに通知又は公告
を行った上で、当該取得日に本第14回新株予約権の払込金額相当額を
支払うことにより、残存する本第14回新株予約権の全部又は一部を取
得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的
な方法により行うものとする。

２．当社は、別記「新株予約権の行使期間」欄の本第14回新株予約権を行
使することができる期間の末日に、本第14回新株予約権１個当たりそ
の払込金額と同額で、残存する全ての本第14回新株予約権を、割当予
定先から買い取るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。但し、本第14回新株予約権引受契約の規定により、割当予
定先は、当社の事前の書面による承認なく、本第14回新株予約権を譲渡す
ることはできない旨の制限が付されている。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合
併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交
換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は
株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下、「組織再編行為」
と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前におい
て残存する本第14回新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新
設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親
会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下、「再編当事
会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本第14回新株予約権者に新たに
新株予約権を交付するものとする。
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 (1) 新たに交付される新株予約権の数
本第14回新株予約権者が有する本第14回新株予約権の数をもとに、組
織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満
の端数は切り捨てる。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の同種の株式

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未
満の端数は切り上げる。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未
満の端数は切り上げる。

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条
項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発
行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増
加する資本金及び資本準備金
別記「新株予約権の行使期間」欄、別記「新株予約権の行使の条件」
欄、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第１項、
本欄、下記(注)３(1)及び別記「新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄第２項記載の条件に準じ
て、組織再編行為に際して決定する。

 

(注) １．本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

(1) 募集の目的及び理由

ア．当社グループの事業概要

当社グループは、当社及び連結子会社13社により構成されており、カラオケルーム運営事業を主たる事

業とするほか、飲食事業、美容事業、メディア・コンテンツ企画事業を主な事業としております。

当社グループは、2020年からのコロナ禍において、主力であるカラオケルーム運営事業が甚大な影響を

受けたことから事業の多角化に取り組み、飲食事業、美容事業を推進することにより収益基盤の再構築

を進めております。その過程において、各事業が持続可能に健全化され成長することを目的として、

2023年９月に持株会社体制に移行いたしました。

当社は、持株会社としてグループ各社の戦略の立案をはじめ、グループ各社に対して経営全般にわたる

管理・指導等を行っております。当社グループの事業内容は次のとおりです。

 

①　カラオケルーム運営事業

カラオケルーム運営事業は、首都圏において「カラオケの鉄人」ブランドでカラオケ店舗を展開し

ております。当該事業は、忘年会・新年会等季節の12月・１月と歓送迎会等季節の３月・４月に売

上が偏重する程度が大きいことから、通年を通した稼働効率性を考慮して店舗規模を中規模(20～

30ルーム程度)としております。

また、アニメ・ゲ―ム等コンテンツとのコラボレーション企画に特化したコラボ完全特化型カラオ

ケ店舗「カラオケの鉄人コラボミックス」を東京(秋葉原、池袋、渋谷ほか)及び大阪・なんば、福

岡・天神にて展開しております。

②　飲食事業

飲食事業は、複数ブランドを直営並びにフランチャイジーとして運営しております。

・「直久」ブランドは、ラーメン事業を展開しており、直営店舗のほかフランチャイジー店舗及び

小売流通事業者等への販売を行っております。

・「鳥竹」ブランドは、焼き鳥を主とした専門店として運営しております。

・その他、「京都勝牛」、「赤から」、「福包酒場」のブランド店舗名で飲食業を運営しておりま

す。

なお、「赤から」、「福包酒場」においては、カラオケ・飲食複合業態店舗として運営しておりま

す。

③　美容事業

美容事業は、首都圏において「Bianca」ブランドで、中京地区において「Rich to」ブランドでま

つ毛エクステ・ネイルサロンを展開しております。

④　メディア・コンテンツ企画事業

携帯電話用モバイルコンテンツ(着信メロディ、着うた®)の制作・販売・配信の運営を行っており

ます。

(注)　「着うた®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標でありま

す。

⑤　その他

カラオケルーム運営事業を補完する事業として、アニメ・ゲーム等のコンテンツホルダー様のライ

センスを使用したコラボレーション事業、レンタルスタジオ事業、「TZ GAME Labs」の名称でe-ス

ポーツ事業を行っております。
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当社は、経済環境の変化に適時・適切に対処するために、遊びの本質を追求し、提供するという中核事

業起業時の精神を通じ、物心両面において国民の文化的生活に貢献していきたいという思いを実現する

ために真摯に事業に取り組んでまいります。また、企業として「豊かな発想と挑戦」により、事業を生

み育て、豊かな社会の実現のために、成長を続ける企業グループであり続けます。

この経営方針の取組みを支え、ともに成長を実現していく従業員に対しては、一人ひとりが夢と希望を

持って働くことができる職場環境づくりを約束するとともに、各事業における先端の技術やサービスを

積極的に導入し、全ての人財にとって魅力ある企業として存続してまいります。

 

イ．当社グループの事業方針及び成長戦略

2024年８月期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が弱まり、個人消費やイン

バウンド需要の増加により景気は回復基調となりました。一方、社会経済活動の正常化が進んだことで

インフレ基調となり、原材料・エネルギー価格の高騰や物価上昇、急激な為替変動などの影響により、

先行きは不透明な状況となっております。

当社グループが展開する店舗系サービス事業におきましては、原材料・仕入・物流価格の上昇や賃金上

昇と人手不足が顕在化しており、店舗運営に厳しい環境となっております。

このような状況の中、当社グループでは、コロナ禍から取り組んでおります、業務のＤＸ化を伴う作業

やコストの効率化と収益性の見込める事業への積極的な投資を進めてまいりました。

これらの結果、2024年８月期における当社グループの業績は、売上高7,069百万円(前年同期比7.2％

増)、営業利益69百万円(前年同期営業損失83百万円)、経常利益36百万円(前年同期経常利益３百万

円)、親会社株主に帰属する当期純利益４百万円(前年同期比27.6％減)となりました。

 

なお、当社グループは、2020年から続いた新型コロナウイルス感染症拡大の影響により利用客が大幅に

減少したことを主な要因として、カラオケルーム運営事業の売上高が著しく減少し、2020年８月期より

2023年８月期まで４期連続となる営業損失を計上いたしました(なお、2023年８月期においては、営業

損失となりましたが、経常利益並びに親会社株主に帰属する当期純利益を計上いたしました)。

このような状況の下、当社グループは、カラオケルーム運営事業において将来の収益性が十分見込める

店舗を検討し、不採算店舗の閉店を促進するとともに、徹底した店舗並びに本社に係る運営コストの削

減と効率化を推進いたしました。具体的には、カラオケ店舗を56店舗から37店舗へ削減、店舗固定費で

あるテナント家賃のコロナ禍期間中の減額、効率的な店舗オペレーションによる人件費の抑制、本社移

転とＤＸ化の推進による人材の適正化により販管費の削減などを実施いたしました。また、収益基盤の

再構築を進め、店舗が減少したカラオケルーム運営事業に次ぐ新たな事業の開拓を推進し、コロナ禍の

直前並びにコロナ禍中にＭ＆ＡやＦＣチェーンへの加盟により開始した新規事業(飲食事業、美容事業)

への積極的な投資を実施いたしました。

これらの結果、カラオケルーム運営事業の業績の構成比は、2019年８月期：売上高97.5％・セグメント

利益86.5％から、2023年８月期：売上高55.8％・セグメント利益61.1％となり、事業再構築が進んでお

ります。

 
2025年８月期以降の事業見通しは、以下のとおりです。

上記のとおり、当社グループは、コロナ禍で業績へ多大な影響を及ぼした同一業種に過度に依存する収

益構造を改善すべく、美容事業へ積極的に投資しており、また、他の事業への投資もＭ＆Ａを含め積極

的に検討する方針です。

①　カラオケルーム運営事業

当事業は、首都圏エリアにて「カラオケの鉄人」ブランド(直営37店舗)で株式会社鉄人エンタープ

ライズが運営しております。

長期化したコロナ禍でのライフスタイルの変化(テレワーク、家飲み、二次会控えなど)による利用

者の減少やコロナ禍期間中の巣籠環境でのデジタルコンテンツによる娯楽の多様化の影響により厳

しい事業環境が続いておりましたが、新型コロナウイルス感染症の規制緩和以降、利用者において

は東京の大繁華街での回復が遅れているものの、ビジネス街や郊外・地域密着型の店舗では回復傾

向となっております。

当社グループは、「プラスＫ事業」の名目で多層階店舗の一部業態変更し、収益重視の対応を実施

いたしました。また、コロナ禍でコンテンツホルダー様の要請もあり自粛しておりましたアニメ・

ゲ―ム等コンテンツとのコラボレーション企画店舗が当該規制緩和以降に解禁となり好調な業績と

なったことで当該企画に特化したコラボ完全特化型カラオケ店舗「カラオケの鉄人　コラボミック

ス」を福岡・天神と大阪・なんばに出店いたしました。

当事業の今後の展開としては、収益性が見込める既存店舗の設備更新(リニューアル等)と「プラス

Ｋ事業」による他業態への一部業態変更を進めてまいります。さらに、好調なコラボ完全特化型カ

ラオケ店舗を拡大すべく、全国主要都市への出店を検討してまいります。
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②　飲食事業

当事業は、首都圏エリアにて株式会社直久が運営する「直久」をブランドとしたラーメン店舗(直

営８店舗、ＦＣ６店舗、受託１店舗)と株式会社鳥竹が運営する「鳥竹」をブランドとした焼き鳥

専門店(直営１店舗)を主力とするほか、株式会社鉄人エンタープライズが「プラスＫ事業」として

「赤から」３店舗、「京都勝牛」１店舗、「福包酒場」１店舗を運営しております。

当事業においては、新型コロナウイルス感染症の規制緩和以降、ラーメン事業において利用者が急

速にコロナ禍前の水準まで回復となりましたが、原材料や物流・光熱費の高騰、人手不足により利

益面並びに運営面で課題の残る状況となっております。

当事業の今後の展開としては、ラーメン事業においては直営店での店舗拡大を図るとともに、コロ

ナ禍で展開が難しかったフランチャイズビジネスへも注力してまいります。また、前述の「プラス

Ｋ事業」による出店を進めてまいります。

③　美容事業

当事業は、中京エリアを商圏とする株式会社Rich to(10店舗)と首都圏エリアを主な商圏とするビ

アンカグループ(首都圏エリア：44店舗、中京エリア：２店舗)により運営しております。

当事業は、コロナ禍での業績への影響が軽微であり、コロナ禍であっても新規出店を進めてまいり

ました。

当事業では、スタイリストの採用・教育を重要な経営戦略事項と位置付けており、当社によるＭ＆

Ａ以降、新卒者を多数採用し、独自の研修センターにおいて技術・美容ナレッジ等の教育を実施し

ております。また、事業運営上の特性として女性が活躍する職場となっており、女性管理職の登用

を積極的に推進しております。

当事業の今後の展開としては、設備投資額が他の事業(カラオケ、飲食)に比べ希少であることか

ら、営業エリアの拡大を視野に積極的な出店を進めてまいります。また、「Rich to」と

「Bianca」双方のスタッフの意見交換や技術研修を通してお客様サービス向上を図るとともに、双

方ブランド化を図ってまいります。

今後、当事業におきましては、第２の主力事業として、引き続き積極的な出店を図るとともにスタ

イリストの人材採用と技術教育を強化し、事業収益の拡大を図ってまいります。

④　メディア・コンテンツ企画事業

当事業におきましては、「カラオケの鉄人モバイル」サイトを中心に運営を行っておりますが、ス

マートフォンでの利用者の減少傾向により今後も減収・減益が見込まれます。

⑤　その他

アニメ・ゲーム等のライセンスを使用したコラボレーション事業(物販事業)については、コラボ完

全特化型カラオケ店舗との相乗効果により拡大してまいります。

2024年９月にＭ＆Ａにより取得し開始した新規事業「レンタルスタジオ事業」については、事業の

収益性を確認しつつ、可能な限り拡大を図ってまいります。

2022年３月より新事業の試みとして開始したゲームコミュニケーション事業(通称e-スポーツ事業)

については、「TZ Game Labs」の名称でゲームイベントの企画・運営等を検討してまいります。

 
以上より、2025年８月期の当社グループの業績予想につきましては、売上高8,030百万円(前年同期比

13.6％増)、営業利益182百万円(前年同期比164.0％増)、経常利益158百万円(前年同期比333.7％増)、

親会社株主に帰属する当期純利益105百万円(前年同期親会社株主に帰属する当期純利益４百万円)を見

込んでおります。

(単位：百万円)
2023年８月期

実績
2024年８月期

計画
2024年８月期

実績
2025年８月期

計画

売上高 6,592 6,883 7,069 8,030

営業利益又は営業損失 △83 72 69 182

経常利益 3 78 36 158

親会社株主に帰属する
当期純利益

5 27 4 105
 

(将来に関する記述等についての注意点)

上記に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

ります。
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ウ．当社グループのＭ＆Ａ戦略及び本資金調達における資金使途

これまで当社は、現連結子会社に関し、2019年12月にまつ毛エクステ・ネイルサロン「Rich to」の事

業譲受、2020年４月に株式会社直久の全株式取得・子会社化及びラーメン事業譲受、2021年12月にまつ

毛エクステ・ネイルサロンを運営するビアンカグループ６社の全株式取得・子会社化、2024年９月に飲

食事業を展開する株式会社鳥竹の全株式取得・子会社化を実行し、Ｍ＆Ａによる事業ポートフォリオの

強化・拡大を図ってまいりました。

 
当社グループは、今後のさらなる事業拡大及び収益力強化を図るための施策として、既存事業の強化や

新規事業への参入を目的としたＭ＆Ａを、当社グループにおける重要な成長戦略の１つと位置付けてお

ります。

当社グループがさらなる業績及び事業拡大を図り、持続的な成長を実現していくためには、今後も積極

的なＭ＆Ａ又は戦略的提携の推進が必要不可欠であると考えております(なお、戦略的提携につきまし

ては、新たな市場・地域への参入や新たな商品・サービスの開発等を目的として、中長期的なパート

ナーシップを前提とした資本の移動を伴う業務協力関係を構築すること目指すものであり、資本業務提

携、マイノリティ出資、ジョイントベンチャー設立等が想定されますが、これらに限られません。)。

したがいまして、当社グループは、今後さらにＭ＆Ａや他社との戦略的提携を強化することにより、既

存事業の強化や新規事業への参入等による新たな収益獲得の機会を目指し、中長期的な企業価値向上へ

の取組みを推進してまいります。

 
また、今後、当社グループがかかるＭ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資を積極的に推進していくた

めには、可能な限り資本バッファーを構築し、十分な有利子負債の調達余力を残しておく必要がありま

す。

したがいまして、本新株予約権による調達資金は、当社グループにおけるさらなる事業拡大、収益力強

化及び資本バッファー構築による財務基盤の強化を目的として、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投

資資金に充当する予定です。

 
今後の具体的なＭ＆Ａ戦略は、以下のとおりです。

当社グループは、今後もさらなる業績・事業拡大及び持続的成長を図るため、当社グループと高いシナ

ジーを生み出すことが期待できる企業や、当社グループにおける事業ポートフォリオの強化・拡大に資

する企業等を対象として、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携による成長投資を積極的に推進していく方針です。

具体的なターゲット企業といたしましては、①利益率の高い事業を有する企業、②後継者難の事業承継

案件や事業再生案件、③特定のマーケットにおいて高いシェア・顧客基盤・人材等を有する企業、④独

自の商品・サービス・ブランド力を有し、高付加価値・優位性を持つ企業、⑤異業種であっても、当社

の経営資源を投入することにより当社グループの新たな収益機会の創出に寄与する企業等を主な対象と

して、幅広く投資検討を行ってまいります。

これまで当社が実行したＭ＆Ａにおいては、利益率の高い事業の買収に注力し、事業承継やのれんの償

却の最適化を行うことにより、相互のシナジーを生み出してまいりました(なお、のれんの償却の最適

化につきましては、当社によるＰＭＩとの相乗効果により、Ｍ＆Ａ完了後可能な限り早期からのれん償

却後に利益を計上できる案件や負ののれんが生じる案件等に注力すること等を念頭に置いておりま

す。)。当社は、利益率の高い事業又は多少の経営改善により利益率が大きく改善する事業を積極的に

取得しており、これにより、当社グループの利益率を上昇させることに成功しております。また、当社

によるＭ＆Ａ実行後、被買収企業の売上及び利益は大幅に増加しており、高利益率事業の買収とＰＭＩ

の成功としての効果が発現しております。

このように、当社がこれまで蓄積したＭ＆Ａのノウハウ、多様な業種・業態における企業等とのネット

ワーク・案件情報等を活用することにより、特に利益率の高い事業の買収に注力し、事業承継やのれん

の償却の最適化を行うことにより、相互のシナジーを生み出してまいります。

 
本新株予約権により調達した資金の支出予定時期は2024年12月から2027年12月を予定しておりますとこ

ろ、当該期間において、１案件当たりの投資金額約１～10億円、１～５件程度のＭ＆Ａ又は戦略的提携

を実施する計画です。

 
このようなＭ＆Ａ戦略に基づき、当社は、日常的に多数の案件情報を入手するよう努めており、今後

も、Ｍ＆Ａ案件への投資機会を数多く想定しております。当社グループの持続的成長にとって有益な案

件が出てきた場合には、その投資機会を逸することのないよう、かつ相手方との交渉を有利に進める観

点からも、財務基盤を強化し、十分な自己資金を確保しておくことが必要であると考えております。

 
以上より、本新株予約権による調達資金は、当社グループにおけるさらなる事業拡大、収益力強化及び

財務基盤の強化を目的として、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金に充当する予定です。

今後も積極的に案件を発掘し、より効率的な事業ポートフォリオの構築を目指してまいります。

 

EDINET提出書類

株式会社鉄人化ホールディングス(E05409)

有価証券届出書（組込方式）

 9/57



 

エ．上場維持基準の適合に向けた流動性向上に関する取組み

2021年12月22日付「新市場区分における『スタンダード市場』選択申請及び上場維持基準の適合に向け

た計画書に関するお知らせ」に記載のとおり、新市場区分への移行基準日である2021年６月30日時点に

おける当社の流通株式時価総額は9.27億円、流通株式比率は23.8％であり、スタンダード市場における

上場維持基準を下回ったことから、適合計画期間を2025年８月期末と定め、各種取組みを進めてまいり

ました。

その後、2022年11月22日付「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」に記載のと

おり、2022年８月末時点における当社の流通株式時価総額は10.47億円となり、スタンダード市場にお

ける上場維持基準である「流通株式時価総額10億円以上」に適合いたしました。他方で、2022年８月末

時点における当社の流通株式比率は23.6％であり、スタンダード市場における上場維持基準である「流

通株式比率25％以上」を下回りました。

その後も各種取組みを進めましたが、2023年11月22日付「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進

捗状況について」に記載のとおり、2023年８月末時点における当社の流通株式時価総額は12.33億円、

流通株式比率は24.2％であり、スタンダード市場における上場維持基準のうち「流通株式比率25％以

上」を下回りました。

 
当社の試算によれば、現時点での発行済株式総数を基準とすると、本14回新株予約権の行使が完了した

時点における流通株式比率は約24.61％、本第15回新株予約権の行使が完了した時点における流通株式

比率は約28.27％、本第16回新株予約権の行使が完了した時点における流通株式比率は約31.28％まで高

まり、流動性が向上する見込みです。

 
したがいまして、2025年８月期末までに上場維持基準を達成するため、今般の資金調達を実施し流動性

の向上に努めるとともに、業績及び株価の向上に向けて引き続き以下の各取組みを進めてまいります。

①　ＩＲの促進

自社ホームページにおいて事業の取組み状況等のＩＲ情報や企業情報を積極的に発信するととも

に、決算説明会等、投資家とのコミュニケーションを充実させ、個人投資家層を中心に当社認知度

を向上させ、当社株式における需要面の改善を図ってまいります。

②　店舗運営事業の改善

店舗運営事業において将来の収益性に十分期待できる店舗を選択するとともに、運営コストの見直

しと改善により損益分岐点売上高の低減化を図り、厳しい経営環境下においても利益が稼得できる

収益構造の構築に取り組んでまいります。

③　主力事業への依存度の軽減

コロナ禍でも堅調な業績となった美容事業とwithコロナへの移行により回復傾向が顕著となった飲

食事業への積極的な投資を推進することにより、主力事業であるカラオケルーム運営事業への依存

度を軽減した事業ポートフォリオの見直しに取り組んでまいります。

なお、2024年４月15日付「『継続企業の前提に関する注記』の記載解消に関するお知らせ」に記載のと

おり、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の長期化による業績悪化に伴い、「2020年８月期第

３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「第22期　第３四半期報告書」より、「継続企業の前提に

関する注記」を記載しておりましたが、収益基盤の改善を図るとともに、財務基盤の強化及び安定化に

取り組んでまいりました。その結果、各取組みに加え、新型コロナウイルス感染症による影響が減少

し、経済活動の正常化が進んだことから、各事業の黒字化の目途が立つ状況となったものと判断し、

「2024年８月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「第26期　第２四半期報告書」より、

「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。

今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、さらなる業績及び株価向上に努

め、幅広い投資家層に関心を持っていただくための取組みを実施してまいります。

 
このように、今般の第三者割当による本新株予約権の発行は、上場維持基準の恒常的達成に向けた流動

性向上をも目的として実行するものです。これにより、当社グループのＭ＆Ａ戦略の強化及びそのため

の成長投資資金の確保が可能になるとともに、財務基盤の強化及び資本バッファーの構築による負債調

達余力の確保・拡大をも図ることができ、当社グループの中長期的な企業価値の向上に繋がるものと考

えております。

当社グループは、引き続き、さらなる流動性の向上及び投資家層の多様化・拡大を図り、持続的な企業

成長と中長期的な企業価値の向上により一層努めてまいります。

 
以上のとおり、今後の当社グループにおける成長戦略であるＭ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資を

確実に実行し、さらなる事業拡大及び収益力の強化を図るため、今後想定される投資機会に備えて十分

な自己資金を確保するとともに、本資金調達に伴う純資産の増加により当社グループの財務基盤を強化

すること及び上場維持基準の達成等に向けた流動性の向上を図ることを目的として、本新株予約権の発

行を決定いたしました。
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(2) 資金調達方法の概要

本資金調達は、当社が割当予定先に対し、下記のとおり本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新

株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。

①　対象株式数を70,000株とし、行使期間を３年間とする、行使価額が426円に固定されている本第14回

新株予約権

②　対象株式数を700,000株とし、行使期間を３年間とする、行使価額が550円に固定されている本第15回

新株予約権

③　対象株式数を630,000株とし、行使期間を３年間とする、行使価額が700円に固定されている本第16回

新株予約権

なお、本新株予約権の行使期間は、いずれも2024年12月６日から2027年12月６日までの３年間です。ま

た、本新株予約権の行使価額は、いずれも修正されません。

 
本新株予約権の概要は以下のとおりです。

本第14回新株予約権、本第15回新株予約権及び本第16回新株予約権は、いずれも行使期間中に行使価額が

修正されない固定行使価額型の新株予約権であり、各行使価額の水準以上に株価が上昇した場合に当社が

資金を調達する仕組みとなっております。

 
本第14回新株予約権の行使価額は426円(本発行決議日前取引日の終値の100％)、本第15回新株予約権の行

使価額は550円(本発行決議日前取引日の終値の約129％)、本第16回新株予約権の行使価額は700円(本発行

決議日前取引日の終値の約164％)であり、各行使価額は、現状の株価水準と同等又はそれよりも高い水準

に設定されております。

このように本新株予約権の各行使価額を３段階に分けて設定したのは、当社の資金需要や現状の流動性等

を勘案した上で、現状の株価水準において一定程度の流通株式比率の向上を図るとともに、当社が今後３

年間において最低限維持すべき株価水準及び目標株価水準を426円・550円・700円と３段階に分けて定め

ることにより、当社事業の成長・拡大に伴う将来の株価上昇を見越して、今後３年間における当社の株価

上昇タイミングを捉えた段階的な調達を実現することを企図したことによるものです。

 
上記「(1) 募集の目的及び理由　ウ．当社グループのＭ＆Ａ戦略及び本資金調達における資金使途」に記

載のとおり、今後、当社グループは、さらなる事業拡大及び収益力の強化を図るため、Ｍ＆Ａ又は戦略的

提携のための成長投資を積極的に推進してまいります。当社グループといたしましては、上記Ｍ＆Ａ戦略

を実行し、今後の事業計画を着実に達成していくことで、当社グループの業績及び企業価値が向上し、そ

の結果、当社株価は持続的・段階的な上昇トレンドを実現できるものと予測しております。

このような当社予測に鑑み、本第14回新株予約権、本第15回新株予約権及び本第16回新株予約権の行使価

額については、単一の行使価額とするのではなく、上記当社株価の目標水準に即した３段階の行使価額を

設定することといたしました。

また、上記のとおり、本第15回新株予約権及び第16回新株予約権につきましては、行使価額を現状株価よ

りも高い水準に設定していることから、足元での希薄化は生じず、当社事業の成長・拡大に伴う株価上昇

タイミングを捉えた、段階的かつ効率的な資金調達を実現することが可能となっております。

 
以上のとおり、本スキームにおいては、現状の株価水準において一定程度の流通株式比率の向上を図ると

ともに、当社グループの業績向上に伴って企業価値が高まり、その結果当社株価が現在よりも高い水準に

達した局面において、段階的に自己資本を増強することが可能な設計となっております。したがいまし

て、本資金調達は、既存株主の皆様の株式の希薄化を考慮しましても、中長期的に株主価値の向上に寄与

するものと判断いたしました。

 
なお、本第15回新株予約権及び本第16回新株予約権の行使価額550円・700円の設定につきましては、2025

年８月期及び2026年８月期の当期純利益・想定ＥＰＳ、並びに、当社内部の経営指標として定める2027年

８月期以降の当期純利益・想定ＥＰＳ・ＰＥＲ・目標株価・目標時価総額等を考慮し算出しております。
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(3) 資金調達方法の選択理由

当社は、資金調達に際し、間接金融の融資姿勢及び財務状況、今後の事業展開等を勘案し、既存株主の利

益に対する影響を抑えつつ自己資本を拡充させることを軸として、直接金融で調達できる方法を検討して

まいりました。このため、下記「［他の資金調達方法との比較］」に記載の各項目及び他の手段との比較

を行い、また、下記「［本資金調達スキームの特徴］」に記載のメリット及びデメリットを総合的に勘案

した結果、割当予定先からの提案である第三者割当による本新株予約権による資金調達が、既存株主の利

益に配慮しながら当社の将来の資金ニーズに対応しうる、現時点において最適な選択であると判断し、こ

れを採用いたしました。

本資金調達スキームは、以下の特徴を有しております。

［本資金調達スキームの特徴］

＜メリット＞

①　対象株式数の固定

本新株予約権の対象株式数は、発行当初から発行要項に示される1,400,000株で固定されてお

り、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。そのため、希薄

化の規模は予め限定されております。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株

予約権の発行要項に従って調整されることがあります。

②　株価への影響の軽減及び資金調達額の減少のリスクの軽減

本新株予約権は現在株価と同等又はそれよりも高い水準で行使価額が固定されており、当社株価

が当該行使価額を上回る局面において資金調達を行うことを想定しております。したがいまし

て、当社株価が当該行使価額を下回る局面においてはそもそも本新株予約権の行使が行われず、

株価低迷を招き得る当社普通株式の市場への供給が過剰となる事態が回避されるとともに、資金

調達額の減少リスクを防止する設計となっております。

③　株価上昇時における行使促進効果

当社株価が本新株予約権の各行使価額を大きく上回って推移する局面においては、割当予定先が

早期にキャピタル・ゲインを実現すべく速やかに行使を行う可能性があり、これにより迅速な資

金調達が実現されます。

④　取得条項

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日

の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って２週間前までに通知又は公告を行った上

で、当社取締役会で定める取得日に、発行価額と同額で、本新株予約権者の保有する本新株予約

権の全部又は一部を取得することができます。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退し

た場合や資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄化の

防止や資本政策の柔軟性が確保できます。

⑤　行使停止期間

当社は、本新株予約権の行使期間中、随時、合計４回まで、割当予定先に対して本新株予約権の

行使の停止を要請する期間(以下、「行使停止期間」といいます。)を定めることができます。当

社は、割当予定先に対し、当該期間の初日の５取引日前の日までに行使停止期間を書面で通知す

ることにより、行使停止期間を設定することができます(以下、かかる通知を「行使停止要請通

知」といいます。)。１回の行使停止期間は10連続取引日以下とし、各行使停止期間の間は少な

くとも10取引日空けるものとします。また、当社は、割当予定先に対して別途通知することによ

り、設定した行使停止期間を短縮することができます。但し、本新株予約権の取得事由が生じた

場合には、それ以後取得日までの間は行使停止期間を設定することができず、かつ、かかる通知

又は公告の時点で設定されていた行使停止期間は、当該通知又は公告がなされた時点で直ちに終

了します。行使停止期間において本新株予約権の行使停止の対象となる新株予約権は、行使停止

期間開始日に残存する本新株予約権の全部とします。このように当社が行使停止期間を設定する

ことにより、本新株予約権の行使の数量及び時期を当社が一定程度コントロールすることができ

るため、資金需要や市場環境等を勘案しつつ、当社の裁量で株価への影響を抑えることが可能と

なります。また、当社は、割当予定先に対して書面で通知することにより、行使停止要請通知を

撤回することができます。当社が割当予定先に対して行使停止要請通知を行った場合又は行使停

止要請通知を撤回する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。

⑥　譲渡制限

本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本新

株予約権引受契約において譲渡制限が付されており、当社の事前の承認なく、割当予定先から第

三者へは譲渡されません。
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＜デメリット＞

①　本新株予約権の行使により希薄化が生じる可能性

本新株予約権の対象株式数は発行当初から発行要項に示される1,400,000株で一定であり、最大

増加株式数は固定されているものの、本新株予約権の行使がなされた場合には、発行済株式総数

が増加するため希薄化が生じます。

②　当初に満額の資金調達はできないこと

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に対象株式数

を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行時に満額の資金調達が行

われるわけではなく、当初に満額が調達される資金調達方法と比べると実際に資金を調達するま

でに時間が掛かる可能性があります。

③　株価低迷時に本新株予約権が行使されず資金調達が困難となる可能性

株価が長期的に行使価額を下回って推移した場合には、割当予定先による本新株予約権の行使が

期待できないため、資金調達が困難となる可能性があります。

④　割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予

約権を行使して取得した株式を売却することを前提としており、割当予定先による当社株式の市

場売却により当社株価が下落する可能性があります。

⑤　不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金

調達を募るという点において限界があります。

⑥　割当予定先の取得請求権

当社は、本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存する場合には、本新株予約

権１個当たりその払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を割当予定先から買い取りま

す。なお、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該取得請求権に基づく当社の支払義

務は消滅又は免除されません。したがいまして、当社株価が長期にわたり行使価額を下回る場合

等において、行使期間末日までに本新株予約権の行使が完了しなかったときには、本新株予約権

の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があ

り、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払が必要になることにより、本新株予約権

による最終的な資金調達額が減少する場合があります。

⑦　権利不行使

本新株予約権について、割当予定先が本新株予約権の行使を行わない可能性があり、権利が行使

されない場合、資金調達額は、当社が想定した額を下回る可能性があります。

⑧　優先交渉権

当社は、払込期日から、１)本新株予約権の行使期間の満了日、２)当該満了日以前に本新株予約

権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、３)当社が割当予定先の保有する

本新株予約権の全部を取得した日のいずれか先に到来する日までの間、割当予定先以外の第三者

に対して、株式等を発行又は処分しようとする場合(当社又はその子会社の取締役又は従業員に

対してインセンティブ目的で発行される場合、及び資本提携又はＭ＆Ａ目的による場合を除きま

す。)、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、

当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について

当該条件にて引き受ける意向の有無を確認する旨が本新株予約権引受契約において定められる予

定です。割当予定先がかかる引受を希望する場合には、当社は、当該第三者の代わりに又は当該

第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとしま

す。
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［他の資金調達方法との比較］

当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は以下のとおりです。

１) 公募増資

株式の公募増資は、資金調達が当初から実現するものの、同時に１株当たり利益の希薄化を一度

に引き起こすため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考え、今回の資金調達方法として

は適切でないと判断しました。

２) 株主割当増資

株主割当増資では、既存株主持分の希薄化は払拭されますが、調達額が割当先である既存株主参

加率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資

金調達方法としては適切でないと判断いたしました。

３) 第三者割当による新株発行

新株発行の場合は、発行と同時に資金を調達することができますが、一方、発行と同時に株式の

希薄化が一度に起こってしまうため、既存株主様の株式価値へ悪影響を及ぼす懸念があります。

また、第三者割当による新株発行により今般の資金調達と同規模の資金を調達しようとした場

合、割当先が相当程度の議決権を保有する大株主となり、当社のコーポレート・ガバナンス及び

株主構成に重要な影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、現時点では適当な割当先が存在しな

いと判断いたしました。

４) 第三者割当による新株予約権付社債の発行

新株予約権付社債の場合は、発行と同時に資金を調達でき、また株式の希薄化は一気に進行しな

いというメリットがあります。しかしながら、社債の株式への転換が進まなかった場合、満期時

に社債を償還する資金手当てが別途必要になります。資金手当てができなかった場合デフォルト

を起こし、経営に甚大な影響を与えるリスクがあります。また、新株予約権付社債の設計によっ

ては、転換又は償還が行われるまで利息負担が生じることにもなります。

５) 行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(MSCB)の発行

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)の発行条件及

び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株式数が転換価額に応じ

て決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないた

め、株価に対する直接的な影響が大きく、今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたし

ました。

６) 新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)

いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント

型ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ね

られるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オ

ファリングについては、引受手数料等のコストが増大することが予想され、今回の資金調達方法

として適当ではないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングに

ついては、株主割当増資と同様に、調達額が割当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得

した者による新株予約権の行使率に左右されることから、ライツ・オファリングにおける一般的

な行使価額のディスカウント率を前提とすると当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であ

るため、今回の資金調達手法としては適切でないと判断いたしました。

７) 金融機関からの借入や社債による調達

低金利環境が継続する現在の状況下においては、比較的低コストで負債調達が可能であり、金融

機関からの借入や社債による資金調達は、運転資金や設備投資等の比較的リスクの低い資金の調

達として適しているというメリットがあります。もっとも、金融機関からの借入や社債による資

金調達では、利払負担や返済負担が生じるとともに、調達額全額が負債となるため当社の財務健

全性が低下し、今後の借入余地が縮小する可能性があります。したがいまして、将来の財務リス

クの軽減のためには、資本バッファーを構築した上で有利子負債の調達余力を十分に確保してお

くことが必要かつ適切であると思料されることから、今回の資金調達手法として間接金融での資

金調達は適切でないと判断いたしました。

 
これらに対し、新株予約権の発行は、一般的に段階的に権利行使がなされるため、希薄化も緩やかに進む

ことが想定され、既存株主の株式価値への悪影響を緩和する効果が期待できます。また、本新株予約権

は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って２週間前までに通知

又は公告を行った上で、当社取締役会で定める取得日に、発行価額と同額で、本新株予約権者の保有する

本新株予約権の全部又は一部を取得することができることとなっており、希薄化の防止や資本政策の柔軟

性を確保した設計としております。

以上の検討の結果、本新株予約権の発行による資金調達は、上記の他の資金調達方法よりも現実的な選択

肢であり、既存株主の利益にもかなうものと判断いたしました。
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２．本第14回新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本第14回新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本第14回新株予約権を行使

することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載

の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。

(2) 本第14回新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本第14

回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものと

します。

(3) 本第14回新株予約権の行使請求の効力は、(1)行使請求に必要な事項の全ての通知が上記「新株予約権の

行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到達

し、かつ(2)当該本第14回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記「新株予約権

の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」

の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

(4) 本(注)２．に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。

３．本第14回新株予約権証券の発行及び株式の交付方法

(1) 当社は、本第14回新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。

(2) 当社は、本第14回新株予約権の行使請求の効力が生じた日の２銀行営業日後の日に、当該本第14回新株予

約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うこ

とによって株式を交付します。

４．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本第14回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受けます。また、本第14回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構

の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 7,000個(新株予約権１個につき100株)

発行価額の総額 1,932,000円

発行価格
新株予約権１個につき276円(新株予約権の目的である株式１株
当たり2.76円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2024年12月５日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社鉄人化ホールディングス　管理本部
東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号

払込期日 2024年12月５日

割当日 2024年12月５日

払込取扱場所 株式会社横浜銀行　自由が丘支店
 

(注) １．第15回新株予約権証券(以下、「本第15回新株予約権」といいます。)の発行については、2024年11月15日に

開催された当社取締役会決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに当社及び割当予定先との間で

本第15回新株予約権に係る総数引受契約(以下、「本新株予約権引受契約」といいます。)を締結し、払込期

日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本第15回新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権引

受契約を締結しない場合は、本第15回新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

４．本第15回新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。

５．本第15回新株予約権の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
新株予約権の目的となる株式の種類 株式会社鉄人化ホールディングス　普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準とな
る株式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 １．本第15回新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株
式700,000株とする(本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以
下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但
し、本欄第２項乃至第５項により割当株式数が調整される場合には、
本第15回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応
じて調整されるものとする。

２．当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割
等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整
される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

 
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率
 

３．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３項の規定に従って
行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除
く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結
果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調
整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払
込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 
４．本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該

調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項(2)及
び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適
用する日と同日とする。

５．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開
始日の前日までに、本第15回新株予約権に係る新株予約権者(以下、
「本第15回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及び
その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始
日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行
使時の払込金額」欄第３項(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日
までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速や
かにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額 １．本第15回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本第15回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、そ
の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

２．本第15回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当た
りの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、550円とする。但し、
行使価額は本欄第３項の定めるところに従い調整されるものとする。

３．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本第15回新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事

由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生
じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整
式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の
行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整
前行使価額」という)。

 

    
 

既発行
普通株式数

 
＋

新発行・処分
普通株式数

×
１株当たり
の払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
 

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価

額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を

新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合
(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社普通株式の交付と引
換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる
証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取
得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日
とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に
割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の
翌日以降これを適用する。
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 ②　株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを
適用する。

③　本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の
交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請
求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社
普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合
を含む。)する場合(但し、当社の取締役、監査役及び従業員に対
するストックオプションの発行、並びに本第14回新株予約権及び
本第16回新株予約権の発行を除く。)
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全て
が当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当
社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の
翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合
にはその日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)②
に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調
整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調
整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤　本項(2)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力
の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関
の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかかわら
ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適
用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が
あった日までに本第15回新株予約権の行使請求をした本第15回新
株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交
付する。この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨
てるものとする。

 

 
株式数＝

(
調整前
行使価額

－
調整後
行使価額

) ×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額

との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わな
い。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行
使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に
代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算
出し、小数第２位を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適
用される日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日
目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とす
る。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで
算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、ま
た、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用
する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式の総数か
ら、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用す
る新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当
社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないもの
とする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、本第15回新株予約権者と協議の上、必要な行使価
額の調整を行う。

①　株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式
交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる
事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、
他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
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 (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始
日の前日までに、本第15回新株予約権者に対し、かかる調整を行う
旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定め
る場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな
い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

386,932,000円
(注)　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取

得した新株予約権を消却した場合、また、別記「新株予約権の行使
時の払込金額」欄第３項により行使価額が調整された場合には、新
株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ
き金額の合計額を合算した金額は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本第15回新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価
格は、行使請求に係る各本第15回新株予約権の行使に際して払い込む
べき金額の総額に、行使請求に係る各本第15回新株予約権の発行価額
の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記
載の本第15回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
本第15回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未
満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本
金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準
備金の額とする。

新株予約権の行使期間 2024年12月６日から2027年12月６日までとする。なお、行使期間最終日が
営業日でない場合はその前営業日を最終日とする。但し、以下の期間につ
いては、行使請求をすることができないものとする。
①　振替機関が本第15回新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日
②　別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄記載

の組織再編行為をするために本第15回新株予約権の行使の停止が必要
である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は１
か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の１
か月前までに本第15回新株予約権者に通知した場合における当該期間

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２．新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社横浜銀行　自由が丘支店

新株予約権の行使の条件 各本第15回新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条件

１．当社は、当社取締役会が決議した場合は、本第15回新株予約権の払込
期日の翌日以降、会社法第273条第２項(残存する本新株予約権の一部
を取得する場合は、同法第273条第２項及び第274条第３項)の規定に
従って、当社取締役会が定める取得日の２週間前までに通知又は公告
を行った上で、当該取得日に本第15回新株予約権の払込金額相当額を
支払うことにより、残存する本第15回新株予約権の全部又は一部を取
得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的
な方法により行うものとする。

２．当社は、別記「新株予約権の行使期間」欄の本第15回新株予約権を行
使することができる期間の末日に、本第15回新株予約権１個当たりそ
の払込金額と同額で、残存する全ての本第15回新株予約権を、割当予
定先から買い取るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。但し、本第15回新株予約権引受契約の規定により、割当予
定先は、当社の事前の書面による承認なく、本第15回新株予約権を譲渡す
ることはできない旨の制限が付されている。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合
併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交
換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は
株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下、「組織再編行為」
と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前におい
て残存する本第15回新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新
設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親
会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下、「再編当事
会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本第15回新株予約権者に新たに
新株予約権を交付するものとする。
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 (1) 新たに交付される新株予約権の数
本第15回新株予約権者が有する本第15回新株予約権の数をもとに、組
織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満
の端数は切り捨てる。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の同種の株式

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未
満の端数は切り上げる。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未
満の端数は切り上げる。

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条
項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発
行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増
加する資本金及び資本準備金
別記「新株予約権の行使期間」欄、別記「新株予約権の行使の条件」
欄、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第１項、
本欄、下記(注)３(1)及び別記「新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄第２項記載の条件に準じ
て、組織再編行為に際して決定する。

 

(注) １．本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

上記「１　新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券)　(2) 新株予約権の内容等」に対する「(注)

１．(1)乃至(3)」をご参照ください。

２．本第15回新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本第15回新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本第15回新株予約権を行使

することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載

の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。

(2) 本第15回新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本第15

回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものと

します。

(3) 本第15回新株予約権の行使請求の効力は、(1)行使請求に必要な事項の全ての通知が上記「新株予約権の

行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到達

し、かつ(2)当該本第15回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記「新株予約権

の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」

の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

(4) 本(注)２．に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。

３．本第15回新株予約権証券の発行及び株式の交付方法

(1) 当社は、本第15回新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。

(2) 当社は、本第15回新株予約権の行使請求の効力が生じた日の２銀行営業日後の日に、当該本第15回新株予

約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うこ

とによって株式を交付します。

４．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本第15回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受けます。また、本第15回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構

の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 
(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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３ 【新規発行新株予約権証券(第16回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 6,300個(新株予約権１個につき100株)

発行価額の総額 1,071,000円

発行価格
新株予約権１個につき170円(新株予約権の目的である株式１株
当たり1.70円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2024年12月５日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社鉄人化ホールディングス　管理本部
東京都目黒区碑文谷五丁目15番１号

払込期日 2024年12月５日

割当日 2024年12月５日

払込取扱場所 株式会社横浜銀行　自由が丘支店
 

(注) １．第16回新株予約権証券(以下、「本第16回新株予約権」といいます。)の発行については、2024年11月15日に

開催された当社取締役会決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに当社及び割当予定先との間で

本第16回新株予約権に係る総数引受契約(以下、「本新株予約権引受契約」といいます。)を締結し、払込期

日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本第16回新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権引

受契約を締結しない場合は、本第16回新株予約権に係る割当は行われないこととなります。

４．本第16回新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。

５．本第16回新株予約権の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
新株予約権の目的となる株式の種類 株式会社鉄人化ホールディングス　普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準とな
る株式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 １．本第16回新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株
式630,000株とする(本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以
下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但
し、本欄第２項乃至第５項により割当株式数が調整される場合には、
本第16回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応
じて調整されるものとする。

２．当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割
等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整
される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

 
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率
 

３．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３項の規定に従って
行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除
く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結
果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調
整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払
込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 
４．本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該

調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項(2)及
び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適
用する日と同日とする。

５．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開
始日の前日までに、本第16回新株予約権に係る新株予約権者(以下、
「本第16回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及び
その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始
日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行
使時の払込金額」欄第３項(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日
までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速や
かにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額 １．本第16回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本第16回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、そ
の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

２．本第16回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当た
りの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、700円とする。但し、
行使価額は本欄第３項の定めるところに従い調整されるものとする。

３．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本第16回新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事

由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生
じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整
式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の
行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整
前行使価額」という)。

 

    
 

既発行
普通株式数

 
＋

新発行・処分
普通株式数

×
１株当たり
の払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
 

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価

額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を

新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合
(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社普通株式の交付と引
換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる
証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取
得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日
とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に
割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の
翌日以降これを適用する。
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 ②　株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを
適用する。

③　本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の
交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請
求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社
普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合
を含む。)する場合(但し、当社の取締役、監査役及び従業員に対
するストックオプションの発行、並びに本第14回新株予約権及び
本第15回新株予約権の発行を除く。)
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全て
が当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当
社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の
翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合
にはその日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)②
に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調
整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調
整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤　本項(2)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力
の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関
の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかかわら
ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適
用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が
あった日までに本第16回新株予約権の行使請求をした本第16回新
株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交
付する。この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨
てるものとする。

 

株式数＝
(

調整前
行使価額

－
調整後
行使価額

) ×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額

との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わな
い。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行
使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に
代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算
出し、小数第２位を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適
用される日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日
目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とす
る。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで
算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、ま
た、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用
する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式の総数か
ら、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用す
る新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当
社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないもの
とする。

(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、本第16回新株予約権者と協議の上、必要な行使価
額の調整を行う。

①　株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式
交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる
事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、
他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
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 (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始
日の前日までに、本第16回新株予約権者に対し、かかる調整を行う
旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用
開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定め
る場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな
い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

442,071,000円
(注)　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取

得した新株予約権を消却した場合、また、別記「新株予約権の行使
時の払込金額」欄第３項により行使価額が調整された場合には、新
株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ
き金額の合計額を合算した金額は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本第16回新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価
格は、行使請求に係る各本第16回新株予約権の行使に際して払い込む
べき金額の総額に、行使請求に係る各本第16回新株予約権の発行価額
の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記
載の本第16回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
本第16回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算
出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未
満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本
金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準
備金の額とする。

新株予約権の行使期間 2024年12月６日から2027年12月６日までとする。なお、行使期間最終日が
営業日でない場合はその前営業日を最終日とする。但し、以下の期間につ
いては、行使請求をすることができないものとする。
①　振替機関が本第16回新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日
②　別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄記載

の組織再編行為をするために本第16回新株予約権の行使の停止が必要
である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は１
か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の１
か月前までに本第16回新株予約権者に通知した場合における当該期間

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２．新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社横浜銀行　自由が丘支店

新株予約権の行使の条件 各本第16回新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条件

１．当社は、当社取締役会が決議した場合は、本第16回新株予約権の払込
期日の翌日以降、会社法第273条第２項(残存する本新株予約権の一部
を取得する場合は、同法第273条第２項及び第274条第３項)の規定に
従って、当社取締役会が定める取得日の２週間前までに通知又は公告
を行った上で、当該取得日に本第16回新株予約権の払込金額相当額を
支払うことにより、残存する本第16回新株予約権の全部又は一部を取
得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的
な方法により行うものとする。

２．当社は、別記「新株予約権の行使期間」欄の本第16回新株予約権を行
使することができる期間の末日に、本第16回新株予約権１個当たりそ
の払込金額と同額で、残存する全ての本第16回新株予約権を、割当予
定先から買い取るものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。但し、本第16回新株予約権引受契約の規定により、割当予
定先は、当社の事前の書面による承認なく、本第16回新株予約権を譲渡す
ることはできない旨の制限が付されている。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合
併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交
換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は
株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下、「組織再編行為」
と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前におい
て残存する本第16回新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新
設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親
会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下、「再編当事
会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本第16回新株予約権者に新たに
新株予約権を交付するものとする。
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(1) 新たに交付される新株予約権の数
本第16回新株予約権者が有する本第16回新株予約権の数をもとに、組
織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満
の端数は切り捨てる。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の同種の株式

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未
満の端数は切り上げる。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未
満の端数は切り上げる。

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条
項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発
行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増
加する資本金及び資本準備金
別記「新株予約権の行使期間」欄、別記「新株予約権の行使の条件」
欄、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第１項、
本欄、下記(注)３(1)及び別記「新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄第２項記載の条件に準じ
て、組織再編行為に際して決定する。

 

(注) １．本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

上記「１　新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券)　(2) 新株予約権の内容等」に対する「(注)

１．(1)乃至(3)」をご参照ください。

２．本第16回新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本第16回新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本第16回新株予約権を行使

することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載

の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。

(2) 本第16回新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本第16

回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものと

します。

(3) 本第16回新株予約権の行使請求の効力は、(1)行使請求に必要な事項の全ての通知が上記「新株予約権の

行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到達

し、かつ(2)当該本第16回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記「新株予約権

の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」

の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

(4) 本(注)２．に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。

３．本第16回新株予約権証券の発行及び株式の交付方法

(1) 当社は、本第16回新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。

(2) 当社は、本第16回新株予約権の行使請求の効力が生じた日の２銀行営業日後の日に、当該本第16回新株予

約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加記録を行うこ

とによって株式を交付します。

４．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本第16回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について

同法の規定の適用を受けます。また、本第16回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構

の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社鉄人化ホールディングス(E05409)

有価証券届出書（組込方式）

25/57



 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

859,210,800 14,105,437 845,105,363
 

(注) １．払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(3,390,800円)に、本新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額(855,820,000円)を合算した金額であります。
 

 発行価額の総額
行使に際して払い込むべき

金額の合計額

本第14回新株予約権 387,800円 29,820,000円

本第15回新株予約権 1,932,000円 385,000,000円

本第16回新株予約権 1,071,000円 441,000,000円

合計 3,390,800円 855,820,000円
 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．発行諸費用の概算額の内訳は、ストームハーバー証券株式会社への財務アドバイザリーフィー(8,558千

円)、株式会社Stewart McLarenへの新株予約権公正価値算定費用(1,250千円)、調査費用及び登録免許税

(3,397千円)、有価証券届出書作成費用等(900千円)です。

４．本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消却した場合及び

行使価額が調整された場合には、上記払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。

 

(2) 【手取金の使途】

具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期

Ⅰ　本第14回新株予約権
Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金

27 2024年12月から2027年12月

Ⅱ　本第15回新株予約権
Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金

382 2024年12月から2027年12月

Ⅲ　本第16回新株予約権
Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金

436 2024年12月から2027年12月

合計 845  
 

(注) １．本新株予約権の権利行使期間中に行使が行われない場合、当社が取得した本新株予約権を消却した場合及び

行使価額が調整された場合には、上記金額は減少する可能性があります。

２．当社は本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預

金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

 

上記「１　新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券)　(2) 新株予約権の内容等　(注) １．本新株予約権

の発行により資金調達をしようとする理由　(1) 募集の目的及び理由　ウ．当社グループのＭ＆Ａ戦略及び本資金

調達における資金使途」に記載のとおり、当社グループは、今後のさらなる事業拡大及び収益力強化を図るための

施策として、既存事業の強化や新規事業への参入を目的としたＭ＆Ａを、当社グループにおける重要な成長戦略の

１つと位置付けております。

当社グループがさらなる業績及び事業拡大を図り、持続的な成長を実現していくためには、今後も積極的なＭ＆

Ａ又は戦略的提携の推進が必要不可欠であると考えております(なお、戦略的提携につきましては、新たな市場・地

域への参入や新たな商品・サービスの開発等を目的として、中長期的なパートナーシップを前提とした資本の移動

を伴う業務協力関係を構築すること目指すものであり、資本業務提携、マイノリティ出資、ジョイントベンチャー

設立等が想定されますが、これらに限られません。)。

したがいまして、当社グループは、今後さらにＭ＆Ａや他社との戦略的提携を強化することにより、既存事業の

強化や新規事業への参入等による新たな収益獲得の機会を目指し、中長期的な企業価値向上への取組みを推進して

まいります。
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また、今後、当社グループがかかるＭ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資を積極的に推進していくためには、

可能な限り資本バッファーを構築し、十分な有利子負債の調達余力を残しておく必要があります。

したがいまして、本新株予約権による調達資金は、当社グループにおけるさらなる事業拡大、収益力強化及び資

本バッファー構築による財務基盤の強化を目的として、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金に充当する予

定です。

 
今後の具体的なＭ＆Ａ戦略は、以下のとおりです。

当社グループは、今後もさらなる業績・事業拡大及び持続的成長を図るため、当社グループと高いシナジーを生

み出すことが期待できる企業や、当社グループにおける事業ポートフォリオの強化・拡大に資する企業等を対象と

して、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携による成長投資を積極的に推進していく方針です。

具体的なターゲット企業といたしましては、①利益率の高い事業を有する企業、②後継者難の事業承継案件や事

業再生案件、③特定のマーケットにおいて高いシェア・顧客基盤・人材等を有する企業、④独自の商品・サービ

ス・ブランド力を有し、高付加価値・優位性を持つ企業、⑤異業種であっても、当社の経営資源を投入することに

より当社グループの新たな収益機会の創出に寄与する企業等を主な対象として、幅広く投資検討を行ってまいりま

す。

これまで当社が実行したＭ＆Ａにおいては、利益率の高い事業の買収に注力し、事業承継やのれんの償却の最適

化を行うことにより、相互のシナジーを生み出してまいりました(なお、のれんの償却の最適化につきましては、当

社によるＰＭＩとの相乗効果により、Ｍ＆Ａ完了後可能な限り早期からのれん償却後に利益を計上できる案件や負

ののれんが生じる案件等に注力すること等を念頭に置いております。)。当社は、利益率の高い事業又は多少の経営

改善により利益率が大きく改善する事業を積極的に取得しており、これにより、当社の利益率を上昇させることに

成功しております。また、当社によるＭ＆Ａ実行後、被買収企業の売上及び利益は大幅に増加しており、高利益率

事業の買収とＰＭＩの成功としての効果が発現しております。

このように、当社がこれまで蓄積したＭ＆Ａのノウハウ、多様な業種・業態における企業等とのネットワーク・

案件情報等を活用することにより、特に利益率の高い事業の買収に注力し、事業承継やのれんの償却の最適化を行

うことにより、相互のシナジーを生み出してまいります。

 
本新株予約権により調達した資金の支出予定時期は2024年12月から2027年12月を予定しておりますところ、当該

期間において、１案件当たりの投資金額約１～10億円、１～５件程度のＭ＆Ａ又は戦略的提携を実施する計画で

す。

 
このようなＭ＆Ａ戦略に基づき、当社は、日常的に多数の案件情報を入手するよう努めており、今後も、Ｍ＆Ａ

案件への投資機会を数多く想定しております。当社グループの持続的成長にとって有益な案件が出てきた場合に

は、その投資機会を逸することのないよう、かつ相手方との交渉を有利に進める観点からも、財務基盤を強化し、

十分な自己資金を確保しておくことが必要であると考えております。

 
以上より、本新株予約権による調達資金845百万円は、当社グループにおけるさらなる事業拡大、収益力強化及び

財務基盤の強化を目的として、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金に充当する予定です。

 
なお、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携案件を決定した場合等には、法令等に従い適時適切に開示いたします。他方で、仮

に支出予定期間内に具体的な案件についてＭ＆Ａ又は戦略的提携の実行に至らなかった場合においても、引き続き

Ｍ＆Ａ又は戦略的提携の検討を継続する予定であり、現時点では資金使途の変更は予定しておりません。但し、将

来においてＭ＆Ａ又は戦略的提携に関する当社方針に変更が生じた場合など、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携の検討・実行

を停止することとなった場合には、本資金調達により調達した資金については、代替使途として、店舗開発・設備

投資資金又は人的資本投資資金等に充当する可能性があります。資金使途の変更を行う場合には速やかに開示いた

します。

 
また、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また株価が行

使価額を下回る状況等では権利行使がされず、本新株予約権の行使価額は調整される可能性があるため、現時点に

おいて調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び支出

予定時期に差異が発生する可能性があります。また、本新株予約権が行使されずに調達資金が不足した場合におい

ても、原則として、上記Ｍ＆Ａ又は戦略的提携・新規事業のための成長投資を実施していく方針に変更はなく、当

該資金使途につき資金が不足する分に関しては、手元資金又は金融機関からの借入金を充当する予定であり、状況

に応じて、調達コストを勘案しつつ新たな増資等も含めた追加の資金調達方法を検討することにより不足分を補完

する予定です。

 

第２ 【売出要項】
該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社鉄人化ホールディングス(E05409)

有価証券届出書（組込方式）

27/57



 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】
(1) 割当予定先

ａ．割当予定先の概要

①　LCAO

名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund

所在地
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman
Islands

国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 該当事項はありません。

出資額 約244百万米ドル(2023年12月31日時点)

組成目的 投資

主たる出資者及び出資比率 Long Corridor Alpha Opportunities Feeder Fund,　100％

業務執行組合員
等に関する事項

名称 Long Corridor Asset Management Limited

所在地
Unit 3609, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point,
Hong Kong SAR

国内の主たる事務所の
責任者の氏名及び連絡先

該当事項はありません。

代表者の役職・氏名 ディレクター：James Tu

事業内容 投資

資本金 8,427,100香港ドル

主たる出資者及び出資比率 James Tu　100％
 

 
②　MAP246

名称 MAP246 Segregated Portfolio

所在地
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 該当事項はありません。

出資額 開示の同意を得られていないため、記載しておりません。(注)

組成目的 投資

主たる出資者及び出資比率 開示の同意を得られていないため、記載しておりません。(注)

業務執行組合員
等に関する事項

名称 Long Corridor Asset Management Limited

所在地
Unit 3609, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point,
Hong Kong SAR

国内の主たる事務所の
責任者の氏名及び連絡先

該当事項はありません。

代表者の役職・氏名 ディレクター：James Tu

事業内容 投資

資本金 8,427,100香港ドル

主たる出資者及び出資比率 James Tu　100％
 

(注)　割当予定先であるMAP246の出資額、主たる出資者及び出資比率については、当社がストームハーバー証券(住

所：東京都港区赤坂一丁目12番32号、代表取締役社長：渡邉佳史)を通じて、LCAO及びMAP246と一任契約を締結

し、その運用を行っている、香港に所在する機関投資家であるLong Corridor Asset Management Limited(香港

SFC登録番号：BMW115)(以下、「LCAM」といいます。)のInvestment AdvisorであるLong Corridor Global

Asset Managementの日本代表である西健一郎氏に確認したものの、開示の同意が得られていないため、記載し

ておりません。開示の同意を行わない理由につきましては、MAP246とLCAMとの間で締結した秘密保持契約に基

づき守秘義務を負っているためと聞いております。
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ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

①　LCAO

出資関係

当社が保有している割当て予
定先の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保有している当
社株式の数

該当事項はありません。

人事関係 記載すべき人事関係はありません。

資金関係 記載すべき資金関係はありません。

技術関係 記載すべき技術関係はありません。

取引関係 記載すべき取引関係はありません。
 

 
②　MAP246

出資関係

当社が保有している割当て予
定先の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保有している当
社株式の数

該当事項はありません。

人事関係 記載すべき人事関係はありません。

資金関係 記載すべき資金関係はありません。

技術関係 記載すべき技術関係はありません。

取引関係 記載すべき取引関係はありません。
 

(注)　割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は別途時点を特定していない限り本有価証券届

出書提出日現在におけるものです。

 
(2) 割当予定先の選定理由

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、事業ポートフォリオの見直し・収益構造の改善、

第２の主力事業である美容事業への積極投資、Ｍ＆Ａによる事業拡大等の各施策を進めており、間接金融からの調

達のみならず、直接金融からの調達も含め、資金調達方法を模索してまいりました。

そのような中で、2021年５月下旬頃、既存取引行よりストームハーバー証券株式会社(所在地：東京都港区赤坂一

丁目12番32号、代表取締役社長：渡邉佳史。以下、「ストームハーバー証券」といいます。)の紹介を受け、当社の

資本政策等に関する情報提供及び助言をいただくとともに、資金調達スキームの提案を受け、検討を進めておりま

した。

その後、当社は、今後の当社グループにおけるＭ＆Ａ戦略を強化し、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資

金を十分に確保するとともに、上場維持基準の適合に向けた当社株式の流動性向上を図る必要性が高まったことか

ら、2024年７月上旬頃、改めて本資金調達スキームの検討を再開することといたしました。そして、2024年10月上

旬頃、上記ストームハーバー証券から提案のあった資金調達について本格的に準備を開始することとし、ストーム

ハーバー証券を当社の財務アドバイザーとして起用することといたしました。

ストームハーバー証券は、2009年に設立されたグローバルな金融市場に精通した独立系投資銀行であり、国内又

は海外の機関投資家引受によるエクイティファイナンスやＭ＆Ａ・資本業務提携等、顧客企業の財務戦略・資本政

策に関するアドバイザリー業務を幅広く展開しております。ストームハーバー証券は、顧客企業の財務アドバイ

ザーとして、資金調達スキームを立案・構築した上で、そのグローバルなネットワークを活用して複数の国内又は

海外の機関投資家の中から顧客企業の資金調達戦略に適すると考えられる割当先を選定し、本資金調達を含む財務

戦略・資本政策全般に関する助言等を行う役割・機能を担っております。このように、ストームハーバー証券から

は、当社の財務アドバイザーとして、割当先の紹介のみならず、本資金調達の実務面のプロセス等を含めて多岐に

わたり助言・支援をいただけること、ストームハーバー証券が国内上場企業のエクイティファイナンス等に関する

財務アドバイザーとして多数の実績を有すること、本資金調達以外の面においても当社の財務戦略及び資本政策全

般に関して継続的に助言・支援をいただけること等から、当社は、ストームハーバー証券を本資金調達に関する財

務アドバイザーとして起用いたしました。

その後、当社は、2024年10月下旬頃、ストームハーバー証券より割当予定先の紹介を受け、ストームハーバー証

券を通じてLCAMより、LCAMが一任契約に基づき運用を行っているLCAO及びMAP246に対する第三者割当による本新株

予約権発行の提案を受けました。なお、ストームハーバー証券は、これまでも、LCAMが一任契約に基づき運用を

行っているLCAO及びMAP246を割当先とするエクイティファイナンスの案件を複数手掛けた実績があります。
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LCAMは、香港本拠のマルチストラテジーファンドであり、米国の年金や大学基金を預かるファンドオブファンズ

が主な資金源であること、本拠地の香港に加え、東京に拠点を持ち、アジアの主要マーケットをカバーした投資プ

ラットフォームを有しており、株式等を中心に様々なアセットクラスに投資し、事業会社に対するファンダメンタ

ルズ分析に基づき投資を検討していること、投資形態は柔軟であり、経営には一切関与しない友好的な純投資家で

あること、LCAO及びMAP246は、LCAMが一任契約に基づき運用を行っているケイマンに所在する免税有限責任資産運

用会社(Exempted Company in Cayman with Limited Liability)及び分離ポートフォリオ会社(Segregated

Portfolio Company)の分離ポートフォリオ(Segregated Portfolio)であることについて、ストームハーバー証券か

らの報告及びLCAMのInvestment AdvisorであるLong Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤治氏

との面談等を通じて確認しております。

当社は、現状株価と同等又はそれよりも高い株価水準において今後のＭ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資

金を調達するニーズを有していたとともに、上場維持基準の恒常的達成のための当社株式の流動性向上を実現する

ニーズを有していたところ、ストームハーバー証券及び割当予定先から提案を受けた資金調達スキームは、足元で

の資金需要及び流動性向上に対応するための機動的な調達を実現できるとともに、当社株価が現状株価と同等又は

それよりも高い水準(426円・550円・700円)に達した局面において段階的に自己資本を増強することが可能な資金調

達スキームであり、当社の上記ニーズを満たすものであったことから、当社グループの今後の成長戦略に資する資

金調達方法であると判断いたしました。

当社は、以上の内容に基づき、本第三者割当について検討を進めた結果、本提案が当社の資金調達ニーズを満た

すものであったこと、LCAMのこれまでの国内での活動及び実績や保有方針等を総合的に勘案し、LCAMが一任契約に

基づき運用を行っているLCAO及びMAP246を本新株予約権の第三者割当の割当予定先とすることが適切であると判断

いたしました。

 
(3) 割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は1,400,000株であります。

割当予定先に割り当てる本新株予約権の目的である株式の数は、以下のとおりです。

本新株予約権：LCAO　　1,120,000株

MAP246　 280,000株

 
(4) 株券等の保有方針

割当予定先であるLCAO及びMAP246との間で、本新株予約権の行使により取得する当社株式について、継続保有及

び預託の取り決めはありません。なお、本新株予約権については、株価が行使価額を上回っている場合に、当社の

資金需要に鑑みた上で、市場への状況等を常に留意しながら行使する方針である旨、また、本新株予約権の行使後

の当社株式に関する割当予定先の保有方針は純投資であり短期保有目的である旨、割当予定先の資産運用を一任さ

れているLCAMのInvestment AdvisorであるLong Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤氏から口

頭で確認しております。当社と割当予定先の資産運用を一任されているLCAMとの協議において、本新株予約権の行

使により取得する当社株式については、割当予定先が適宜市場売却等の方法により、市場の状況等を勘案し、株価

への悪影響を極力排除する様に努めることを前提に適宜売却する方針である旨を口頭で確認しております。

なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後、本新株

予約権引受契約を締結する予定です。

 
(5) 払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先のうちLCAOについて、2023年12月期のErnst&Youngによる監査済み財務書類及びLCAOの保有財

産の裏付けとなるプライム・ブローカーの2024年９月27日から同年10月２日現在までにおける残高証明書を確認す

るとともに、LCAOより資金拠出を確約するコミットメントレターを受領しております。当社は、LCAOの財務書類に

記載されるキャッシュフロー上の入出金の金額及びLCAOが現在運用している資金の残高を確認するとともに、上記

残高証明書の日付以降LCAOの保有財産に重大な変更がないことを上記書類の確認と併せて割当予定先の資産運用を

一任されているLCAMのInvestment AdvisorであるLong Corridor Global Asset Managementの日本共同代表者伊藤氏

からのヒアリングにより確認いたしました。

同様に、当社は、割当予定先のうちMAP246について、2023年12月期のGrant Thorntonによる監査済み財務書類及

びMAP246の保有財産の裏付けとなるプライム・ブローカーの2024年９月26日から2024年10月１日現在までにおける

残高証明書を確認するとともに、MAP246より資金拠出を確約するコミットメントレターを受領しております。当社

は、MAP246の財務書類に記載されるキャッシュフロー上の入出金の金額及びMAP246が現在運用している資金の残高

を確認するとともに、上記残高証明書の日付以降MAP246の保有財産に重大な変更がないことを上記書類の確認と併

せて割当予定先の資産運用を一任されているLCAMのInvestment AdvisorであるLong Corridor Global Asset

Managementの日本共同代表者伊藤氏からのヒアリングにより確認いたしました。

したがって、本新株予約権の発行に係る払込み及び本新株予約権の行使に要する資金の確保状況について問題は

ないものと判断しております。
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(6) 割当予定先の実態

当社は、①割当予定先及びLCAM、②割当予定先の出資者及びディレクター、並びに③LCAMの出資者及びディレク

ター(以下、「割当予定先関係者」と総称します。)が、反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについ

て、第三者調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチ(住所：東京都港区赤坂二丁目16番６号、代表取締役：

羽田寿次)に調査を依頼しました。割当予定先であるMAP246については、英国領ケイマン島に設立された分離ポート

フォリオ会社(Segregated Portfolio Company)であるLMA SPCの分離ポートフォリオ(Segregated Portfolio)である

ことから、調査対象をLMA SPC(所在地：Walkers Corporate Limited, 27 Hospital Road, George Town, KY, KY1-

9008、代表者：Jon Scott Perkins(Director)、Robert Swan(Director))としております。当該調査の結果、割当予

定先関係者について、反社会的勢力である又は反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんで

した。以上のことから、当社は割当予定先及び割当予定先の主な出資者並びに業務執行組合員が反社会的勢力とは

一切関係していないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

本新株予約権は、本新株予約権引受契約の規定により、割当予定先は、当社の事前の書面による承認なく、本新株

予約権を譲渡することができない旨の制限が付されております。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交

付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

 
３ 【発行条件に関する事項】
(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である株式会社Stewart McLaren(所在地：東京都港区白金台五丁目

９番５号、代表取締役：小幡治)に算定を依頼しました。当社は、財務アドバイザーであるストームハーバー証券株

式会社より、当該算定機関の紹介を受けたところ、当該算定機関が新株予約権の発行実務及び価値評価に関する十

分な専門知識・経験を有すると認められること、当社との間に資本関係・人的関係等はなく、また、当該算定機関

は当社の会計監査を行っている者でもないため当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独

立していると認められること等に鑑み、当該算定機関を本新株予約権の第三者算定機関として選定いたしました。

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定手法の決定に当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラッ

ク・ショールズ方程式や格子モデルといった他の価格算定手法との比較及び検討を実施した上で、一定株数及び一

定期間の制約の中で段階的な権利行使がなされること、並びに本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締

結する予定の本買受契約に定められたその他の諸条件を適切に算定結果に反映できる価格算定手法として、一般的

な価格算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法(モンテカルロ法)を用いて本新

株予約権の評価を実施しています。

汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法(モンテカルロ法を含む)は、新株予約権の原資産で

ある株式の価格が汎用ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動すると仮定し、その確率過程

に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させて将来の株式の価格経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの

経路上での新株予約権権利行使から発生するペイオフ(金額と時期)の現在価値を求め、これらの平均値から理論的

な公正価値を得る手法です。

当該算定機関は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の発行決議に先立つ算定基準日である2024年11月14日にお

ける当社普通株式の株価終値426円／株、当社普通株式の価格の変動率（ボラティリティ）42.22％（過去3.06年間

の日次株価を利用）、満期までの期間3.06年、配当利率0.00％、非危険利子率0.56％、当社の行動、割当予定先の

行動を考慮して、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用

いて、本新株予約権の評価を実施しました。

本新株予約権の価値評価にあたっては、当社は、2024年12月６日以降、金融商品取引所における当社普通株式の

普通取引の終値が、20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の200％を超えた場合、当社取締役会が別途

定める日(取得日)の２週間前までに割当予定先に対する通知を行うことにより、当該取得日において本新株予約権

１個につき発行価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができると想定してお

り、当社は基本的に割当予定先による権利行使を待つものとしています。また、当社に付された取得条項は、発行

要項上、2024年12月６日以降以降、いつでも行使することが可能な権利とされております。

なお、上記のとおり、当社は、株価が一定程度上昇した場合、残存する本新株予約権を全部取得するものと想定

しており、当該評価においてはその水準を当該各取引日における行使価額の200％以上となった場合と設定しており

ます。発行要項上取得条項は任意コール(ソフトコール)であり、同条項が発動される具体的な株価水準は定められ

ていません。通常任意コールの発動は取得者の収益が正の値を取る場合に行われるため、この発動水準を行使価額

の100％と設定する場合もあります。しかし、本新株予約権の算定においてはこの発動水準を保守的に設定し、2024

年12月６日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、20取引日連続して、当該各取引日に

おける行使価額の200％を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(取得日)の２週間前までに割当予定先

に対する通知を行うことにより、当該取得日において本新株予約権１個につき発行価額で、当該取得日に残存する

本新株予約権の全部又は一部を取得することができると想定しております。発動水準を200％と設定した理由は、当

社がより有利な代替資金調達手法を確保することという既存株主の保護の観点を加味し、代替資金調達コストを

CAPMと調達金利から10％程度と見積もり、取得条項を発動する株価水準は、行使価額に代替資金調達コストを加え

た水準をさらに保守的に設定しました。これは、株価が当該水準を超えた場合、対象新株予約権による資金調達よ

りも代替の資金調達の方が、調達コストが安価となり、企業が株主価値の最大化のため取得条項を発動することが

合理的と考えられるためです。
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また、割当予定先の行動は、当社株価が権利行使価格を上回っている場合に随時権利行使を行い、取得した株式

を直近１年間にわたる当社普通株式の１日当たり平均売買出来高の約10％で売却することと仮定しております。

これらの算定方法により、当該算定機関の算定結果として、本第14回新株予約権の１個当たりの払込金額は554円

となりました。また、本第14回新株予約権の行使価額は426円としました。次に、本第15回新株予約権の１個当たり

の払込金額は276円となりました。また、本第15回新株予約権の行使価額は550円としました。さらに、本第16回新

株予約権の１個当たりの払込金額は170円となりました。また、本第16回新株予約権の行使価額は700円としまし

た。

本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を

前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられている汎用ブラック・ショールズ方程

式を用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられると

ころ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、当該評価額を下回らない範囲で、割当予定先との間での協議を

経て決定されているため、本新株予約権の払込金額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断

いたしました。なお、本新株予約権の行使価額についてディスカウントはなく、現状株価よりも高い行使価額であ

ることから、当然のことながら、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の趣旨にも準拠してお

ります。

さらに、当社監査等委員４名全員(うち会社法上の社外取締役４名)から、発行価額が割当予定先に特に有利でな

いことに関し、上記算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当せず、適法である旨の見解を得ておりま

す。

 
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株予約権の目的である株式の総数は、本第14回新株予約権70,000株、本第15回新株予約権700,000株及び本16

回新株予約権630,000株であり、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は1,400,000株(議決権数

14,000個)であります。2024年８月31日現在の当社発行済株式総数13,647,362株(自己株式及び単元未満株式を除く

当社普通株式に係る議決権数131,862個)を分母とする希薄化率は10.26％(自己株式及び単元未満株式を除く当社普

通株式に係る議決権の総数に対する割合は10.62％。小数第３位四捨五入)の希薄化をもたらすこととなります。

しかしながら、前述のとおり今回の資金調達における資金使途は、Ｍ＆Ａ又は戦略的提携のための成長投資資金

であり、今回の新株予約権の募集による資金調達を成功させ、上記資金使途に充当することで、当社のさらなる企

業価値向上を図ることが可能となります。したがいまして、当社といたしましては、今回の第三者割当による新株

予約権の募集は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図るためには必要不可欠な規模及び数量であると考えてお

ります。なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本新株予約権より有利な資金調達方

法が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得できる条項を付すことで、必要以

上の希薄化が進行しないように配慮しております。

また、本新株予約権が全て行使された場合に交付される当社の普通株式数1,400,000株に対し、2024年11月14日か

ら起算した当社株式の過去６か月間における１日あたりの平均売買出来高は18,028株、過去３か月間における１日

あたりの平均売買出来高は17,114株、過去１か月間における１日あたりの平均売買出来高は6,491株となっておりま

す。したがいまして、市場で売却することによる流通市場への影響は、行使期間である３年間(年間取引日数：245

日／年営業日で計算)で行使して希薄化規模が最大となった場合、１日あたりの売却数量は1,905株であり、上記過

去６か月間における１日あたりの平均売買出来高の10.6％にとどまることから、当社株式は、本新株予約権の目的

である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有しており、本新株予約権の行使により交付された当社株式の売却

は、当社株式の流動性によって十分に吸収可能であると判断しております。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

フ ァ ー ス ト ・ パ シ
フィック・キャピタル
有限会社

東京都目黒区中根１丁目７－
20

8,263,562 62.67％ 8,263,562 56.65％

Long Corridor Alpha
Opportunities Master
Fund

PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104,
Cayman Islands

－ － 1,120,000
7.68％

(注)４．

株式会社エクシング
愛知県名古屋市瑞穂区桃園町
３丁目８

505,000 3.83％ 505,000 3.46％

株式会社第一通商
東京都品川区北品川５丁目５
－26

505,000 3.83％ 505,000 3.46％

MAP246 Segregated
Portfolio

Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road, George Town,
Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands

－ － 280,000
1.92％

(注)４．

株式会社横浜銀行
(常任代理人　株式会社
日本カストディ銀行)

神奈川県横浜市西区みなとみ
らい３丁目１－１
(東京都中央区晴海１丁目８－
12)

240,000 1.82％ 240,000 1.65％

日　野　洋　一 東京都目黒区 200,100 1.52％ 200,100 1.37％

吉　田　嘉　明 千葉県浦安市 182,200 1.38％ 182,200 1.25％

佐　藤　幹　雄 東京都江東区 162,600 1.23％ 162,600 1.11％

株式会社グッドスマイ
ルカンパニー

東京都千代田区外神田３丁目
16－12

80,000 0.61％ 80,000 0.55％

計 － 10,138,462 76.89％ 11,538,462 79.10％
 

(注) １．割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年８月31日現在の株主名

簿を基準として記載をしております。

２．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「割当後の所有株式数」に係る

議決権の数を、2024年８月31日現在の総議決権数(131,862個)に本新株予約権の目的である株式の総数に係

る議決権数(14,000個)を加算した数(145,862個)で除して算出しております。

３．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、

小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。

４．割当予定先の「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、本新株予約権を全て行使した上で取

得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。本新株予約権の行使後の当社株式に関する

割当予定先の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表明しておりませんため、本新株予約権の

発行後の大株主の状況は直ちに変動する可能性があります。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。

 
７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 
８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】
該当事項はありません。

 

第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

社との重要な契約)】
該当事項はありません。

 

第三部 【追完情報】

１．事業等のリスクについて
後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第25期)及び四半期報告書(第26期第３四半期)(以下、「有価証券報告

書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出

書提出日(2024年11月15日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2024年11月

15日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 
２．臨時報告書の提出について

後記「第四部　組込情報」の第25期有価証券報告書の提出日(2023年11月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2024

年11月15日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 
(2023年11月30日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社は、2023年11月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 
２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月29日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①　2023年９月１日付で持株会社体制に移行したことに伴い、2024年２月１日を効力発生日として現行定

款第１条(商号)を変更するものであります。

②　単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を制限する規定を新設

するものであります。

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)２名選任の件

根来拓也、浦野敏男を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

長洲謙一、野老覚、山崎良太、渡邊劍三郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及
び賛成率
(％)

第１号議案
定款一部変更の件

112,442 360 0 (注)１ 可決　　99.6

第２号議案
取締役(監査等委員である取締
役を除く)２名選任の件

   

(注)２

 

根来　拓也 112,422 380 0 可決　　99.5

浦野　敏男 112,459 343 0 可決　　99.6

第３号議案
監査等委員である取締役４名選
任の件

   

(注)２

 

長洲　謙一 112,401 401 0 可決　　99.5

野老　覚 112,407 395 0 可決　　99.5

山崎　良太 112,410 392 0 可決　　99.5

渡邊　劍三郎 112,367 435 0 可決　　99.5
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株

主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(注) ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株

主の議決権の過半数の賛成による。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

認ができていない議決権数は加算しておりません。

 
(2024年１月15日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生い

たしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号

及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 
２　報告内容

１．当該事象の発生年月日

2023年11月６日

 
２．当該事象の内容

運転資金への充当を行うことを目的に、金融機関より資金の借入を行うものです。

 
３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象により、2024年８月期第１四半期会計期間において、以下のとおり短期借入金を計上いたします。

(個別財務諸表)

短期借入金　150百万円

 
(連結財務諸表)

短期借入金　150百万円

 
(2024年３月22日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生い

たしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号

及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２　報告内容

１．当該事象の発生年月日

2024年３月22日(取締役会決議日)

 
２．当該事象の内容

タームローン契約
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(1) トランシェＡ

本契約は、2024年３月末日に返済期日が到来するタームローン契約のリファイナンス(借換え)を目的として

実施いたします。
 

組成金額 ： 1,600百万円

契約形態 ： タームローン

契約締結日 ： 2024年３月27日(予定)

実行日 ： 2024年３月29日(予定)

借入期間 ： ４年

適用利率 ： 基準金利＋スプレッド

担保・保証
 

：
 

無担保
完全子会社９社の連帯保証

財務制限情報
 
 

：
 
 

①　連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前期末又は2023年８月期末の
金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

②　連結の損益計算書上の経常損益につき２期連続で損失を計上しないこと。

アレンジャー ： 株式会社横浜銀行

エージェント ： 株式会社横浜銀行

参加金融機関
 

：
 

株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行、
株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫

 

 
(2) トランシェＢ

本契約は、子会社が事業運営する店舗の新設並びに改修等を目的として実施いたします。
 

組成金額 ： 500百万円

契約形態 ： 分割実行期間付きタームローン

契約締結日 ： 2024年３月27日(予定)

実行日
 

：
 

2024年４月５日(予定)～2025年３月31日
(適時にて実行、最大10回まで)

借入期間 ： ８年

適用利率 ： 基準金利＋スプレッド

担保・保証
 

：
 

無担保
完全子会社９社の連帯保証

財務制限情報
 
 

：
 
 

①　連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前期末又は2023年８月期末の
金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

②　連結の損益計算書上の経常損益につき２期連続で損失を計上しないこと。

アレンジャー ： 株式会社横浜銀行

エージェント ： 株式会社横浜銀行

参加金融機関
 

：
 

株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行、
株式会社商工組合中央金庫
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コミットメントライン契約

本契約は、事業運転資金を目的として実施いたします。
 

組成金額 ： 600百万円(借入極度額)

契約形態 ： コミットメントライン

契約締結日 ： 2024年３月27日(予定)

コミットメント
期間

： 2024年３月29日(予定)から2026年３月31日

返済方法
：
 

取組毎期限一括返済
(１か月、３ヶ月、６ヶ月のいづれかの期間、かつコミットメント期間内)

適用利率 ： 基準金利＋スプレッド

担保・保証
 

：
 

無担保
完全子会社９社の連帯保証

財務制限情報
 
 

：
 
 

①　連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前期末又は2023年８月期末の
金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

②　連結の損益計算書上の経常損益につき２期連続で損失を計上しないこと。

アレンジャー ： 株式会社横浜銀行

エージェント ： 株式会社横浜銀行

参加金融機関 ： 株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫
 

 
３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該事象の発生により、2024年８月期において、アレンジメントフィー等を営業外費用として計上いたしま

す。

 
アレンジメントフィー等　 　70,650千円

 
(2024年３月27日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生い

たしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号

及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２　報告内容

１．当該事象の発生年月日

2024年３月27日(取締役会決議日)

 
２．当該事象の内容

(1) コミットメントライン契約の実行による資金の借入

①　借入の目的

既存借入金の一部を期限前弁済することを目的として、2024年３月27日締結のコミットメントライン契約

を実行した資金の借入を行うものです。

②　借入の概要

本契約は、2024年３月末日に返済期日が到来するタームローン契約のリファイナンス(借換え)を目的とし

て実施いたします。

EDINET提出書類

株式会社鉄人化ホールディングス(E05409)

有価証券届出書（組込方式）

37/57



 

 

借入先 ： 株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫

借入金額 ： 600百万円

契約形態 ： コミットメントライン

契約締結日 ： 2024年３月27日

実行日 ： 2024年３月29日(予定)

借入期間 ： ２年、2026年３月31日

適用利率 ： 基準金利＋スプレッド

担保・保証
 

：
 

無担保
完全子会社９社の連帯保証

 

 
(2) 既存借入金の期限前弁済

①　期限前弁済の目的

年間の返済金額を緩和させることを目的として、既存借入金の一部の期限前弁済を行うものです。

②　期限前弁済の概要
 

借入先 ： 株式会社横浜銀行

借入金額 ： 178.6百万円

契約形態 ： タームローン

契約締結日 ： 2022年10月19日

借入期間 ： ５年、2027年９月30日

適用利率 ： 基準金利＋スプレッド

期限前弁済実行日 ： 2024年３月29日
 

 

借入先 ： 株式会社商工組合中央金庫

借入金額 ： 154.4百万円

契約形態 ： タームローン

契約締結日 ： 2020年10月15日

借入期間 ： 10年、2030年９月30日

適用利率 ： 1.53％(固定)

期限前弁済実行日 ： 2024年３月29日
 

 
３．当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

上記既存借入金の一部の期限前弁済により、2024年８月期における借入金の元金返済額が32.4百万円、2025年

８月期～2027年８月期における借入金の元金返済額が各期84.6百万円、2028年８月期以降の借入金の元金返済額

が76.8百万円減少致します。

 
(2024年９月30日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社は、2024年９月27日開催の取締役会にて、下記のとおり株式会社鳥竹の発行済み株式の全株式を取得し、子

会社化することについて決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第３号及び第８号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２　報告内容

(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく開示)
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(1) 取得対象子会社の概要

(1) 名称 株式会社鳥竹

(2) 所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目６番１号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 間島 京子、代表取締役 鈴木 恵美子

(4) 事業内容 大衆飲食店、仕出し弁当等

(5) 資本金 10,000千円

(6) 設立年月日 1970年６月１日

(7) 大株主及び持株比率 間島 京子 50％、鈴木 恵美子 50％

(8) 当社との関係 記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績

決算期 2022年５月期 2023年５月期 2024年５月期

純資産額 516,964千円 526,773千円 543,395千円

総資産額 722,682千円 682,056千円 652,335千円

売上高 378,068千円 473,627千円 451,721千円

営業利益 △68,303千円 25,945千円 25,069千円

経常利益 38,550千円 46,712千円 25,464千円

当期純利益 30,494千円 9,809千円 16,621千円
 

※同社の消費税等の会計処理は、税込み方式を採用しております。
 

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループは、首都圏エリアにてカラオケルーム運営事業、飲食事業、首都圏エリアと中京エリアにて美容

事業(まつ毛エクステ・ネイルサロン)を展開しております。飲食事業においては、創業百年の歴史をもつラーメ

ン直久ブランドとFCブランドの赤から・牛カツ京都勝牛を展開しております。

本件子会社化する対象会社は、創業時から半世紀に渡り美味しい焼き鳥を召し上がっていただくことをかか

げ、お客様に愛される確固たるブランドを築き上げることに成功しております。

当社グループは、対象会社が培ってきたレガシーを受け継ぎつつ、相乗効果で飲食事業の発展を図ってまいり

ます。
 

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

取得価額は、当社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額及び直前事業年度の末日における純資産の

額の15％を超えておりますが、相手先からの要請及び守秘義務契約により公表を控えさせていただきます。

なお、取引価額については、財務・労務・法務等のデューデリジェンスを外部専門家に依頼したうえで、当社

の本件プロジェクトチームが合理的に評価しております。

 
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく開示)

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

上記(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく開示)(1)に記載の取得対象子会社

は、特定子会社に該当いたします。

 
(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対す

る割合

 
当社の所有に係る特定子会社

の議決権の数
総株主等の議決権に対する割合

異動前 (議決権の数      0個) 0株 (所有割合　　0％)

異動後 (議決権の数 14,000個) 14,000株 (所有割合　100％)
 

 

(3) 当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

当社が株式会社鳥竹の株式を取得したことにより子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の

額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するため。
 

②　異動の年月日

2024年９月30日
 

３．最近の業績の概要について
2024年10月15日に開示いたしました、「2024年８月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」に掲載されている第26期

（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）連結会計年度の連結財務諸表は、以下のとおりであります。

なお、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査を終了しておりませんので、監査報告書は
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受領しておりません。
 

（１）連結貸借対照表
           (単位：千円)
          

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 880,355 738,605

  売掛金 266,626 330,236

  商品及び製品 29,927 40,082

  原材料及び貯蔵品 85,435 90,568

  前払費用 182,750 194,889

  未収還付法人税等 20,414 －

  未収消費税等 － 81,505

  その他 105,010 104,588

  貸倒引当金 △1,940 △2,974

  流動資産合計 1,568,579 1,577,500

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 2,541,176 2,684,915

    減価償却累計額 △1,609,008 △1,658,763

    建物及び構築物（純額） 932,168 1,026,151

   機械及び装置 7,311 7,513

    減価償却累計額 △4,143 △4,905

    機械及び装置（純額） 3,167 2,608

   車両運搬具 4,209 4,209

    減価償却累計額 △4,209 △4,209

    車両運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品 1,046,231 1,095,152

    減価償却累計額 △988,939 △1,009,795

    工具、器具及び備品（純額） 57,291 85,356

   土地 327,468 327,468

   リース資産 326,308 63,854

    減価償却累計額 △289,095 △46,163

    リース資産（純額） 37,213 17,690

   建設仮勘定 18,097 12,903

   有形固定資産合計 1,375,407 1,472,178

  無形固定資産   

   のれん 98,605 66,839

   その他 17,456 14,391

   無形固定資産合計 116,061 81,230

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 4,185 2,550

   差入保証金 1,246,763 1,173,129

   その他 14,315 22,950

   貸倒引当金 △3,271 △3,290

   投資その他の資産合計 1,261,993 1,195,339

  固定資産合計 2,753,462 2,748,748

 資産合計 4,322,041 4,326,248
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           (単位：千円)
          

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 119,302 137,915

  短期借入金 － 600,000

  1年内返済予定の長期借入金 2,151,132 519,028

  リース債務 28,132 8,924

  未払金 18,430 51,396

  未払費用 369,859 466,421

  未払法人税等 15,820 28,063

  資産除去債務 29,040 －

  賞与引当金 19,785 25,936

  ポイント引当金 18,602 18,652

  その他 118,391 228,646

  流動負債合計 2,888,496 2,084,984

 固定負債   

  長期借入金 719,462 1,505,615

  リース債務 15,366 11,653

  資産除去債務 422,686 419,560

  その他 55,798 80,910

  固定負債合計 1,213,312 2,017,738

 負債合計 4,101,808 4,102,723

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 50,000 50,000

  資本剰余金 151,037 151,146

  利益剰余金 185,778 189,797

  自己株式 △170,882 △170,067

  株主資本合計 215,933 220,876

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △10,348 △9,541

  その他の包括利益累計額合計 △10,348 △9,541

 新株予約権 14,647 12,190

 純資産合計 220,232 223,525

負債純資産合計 4,322,041 4,326,248
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

           (単位：千円)
          前連結会計年度

(自 2022年９月１日
　至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
　至 2024年８月31日)

売上高 6,592,100 7,069,182

売上原価 5,746,352 6,081,654

売上総利益 845,747 987,528

販売費及び一般管理費 929,666 918,272

営業利益又は営業損失（△） △83,918 69,256

営業外収益   

 受取利息 965 69

 受取保険金 22,178 6,184

 助成金収入 82,188 41,554

 為替差益 4,082 －

 その他 24,060 24,188

 営業外収益合計 133,475 71,996

営業外費用   

 支払利息 35,191 33,340

 支払手数料 7,657 69,304

 為替差損 － 718

 貸倒引当金繰入額 1,940 －

 その他 981 1,445

 営業外費用合計 45,770 104,808

経常利益又は経常損失（△） 3,786 36,444

特別利益   

 固定資産売却益 － 883

 資産除去債務戻入益 31,926 258

 助成金収入 4,718 －

 新株予約権戻入益 1,594 1,534

 収用補償金 125,076 －

 特別利益合計 163,316 2,676

特別損失   

 店舗閉鎖損失 30,160 1,502

 減損損失 68,911 1,925

 固定資産除却損 8,783 2,431

 その他 4,790 －

 特別損失合計 112,644 5,859

税金等調整前当期純利益 54,458 33,262

法人税、住民税及び事業税 48,827 27,607

法人税等調整額 79 1,635

法人税等合計 48,906 29,243

当期純利益 5,551 4,019

親会社株主に帰属する当期純利益 5,551 4,019
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連結包括利益計算書

           (単位：千円)
          前連結会計年度

(自 2022年９月１日
　至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
　至 2024年８月31日)

当期純利益 5,551 4,019

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △4,578 806

 その他の包括利益合計 △4,578 806

包括利益 972 4,825

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 972 4,825

 非支配株主に係る包括利益 － －
 

 
（３）連結株主資本等変動計算書

 前連結会計年度(自 2022年９月１日　至 2023年８月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本
その他の包括利益累

計額

新株予約

権
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合

計

当期首残高 50,000 593,118 △261,918 △171,364 209,835 △5,769 △5,769 16,786 220,853

当期変動額          

欠損填補  △442,145 442,145  －    －

自己株式の処分  64  481 546    546

親会社株主に帰属

する当期純利益
  5,551  5,551    5,551

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）
     △4,578 △4,578 △2,139 △6,718

当期変動額合計 － △442,080 447,697 481 6,097 △4,578 △4,578 △2,139 △620

当期末残高 50,000 151,037 185,778 △170,882 215,933 △10,348 △10,348 14,647 220,232
 

 
 当連結会計年度(自 2023年９月１日　至 2024年８月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本
その他の包括利益累

計額

新株予約

権
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合

計

当期首残高 50,000 151,037 185,778 △170,882 215,933 △10,348 △10,348 14,647 220,232

当期変動額          

欠損填補     －    －

自己株式の処分  109  814 924    924

親会社株主に帰属

する当期純利益
  4,019  4,019    4,019

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）
     806 806 △2,456 △1,650

当期変動額合計 － 109 4,019 814 4,943 806 806 △2,456 3,292

当期末残高 50,000 151,146 189,797 △170,067 220,876 △9,541 △9,541 12,190 223,525
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
           (単位：千円)
          前連結会計年度

(自 2022年９月１日
　至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 54,458 33,262

 減価償却費 182,790 157,119

 減損損失 68,911 1,925

 のれん償却額 30,731 29,840

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,934 1,053

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △217 49

 受取利息及び受取配当金 △965 △69

 支払利息 35,191 33,340

 支払手数料 － 69,304

 為替差損益（△は益） △4,082 718

 売上債権の増減額（△は増加） △53,266 △60,796

 棚卸資産の増減額（△は増加） △34,661 △15,287

 仕入債務の増減額（△は減少） 12,187 18,613

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,114 6,150

 新株予約権戻入益 △1,594 △1,534

 受取補償金 △125,076 －

 助成金収入 △86,907 △41,554

 受取保険金 △22,178 △6,184

 有形固定資産除売却損益（△は益） 8,783 1,547

 店舗閉鎖損失 30,160 1,502

 未払又は未収消費税等の増減額 52,768 11,073

 その他 △79,298 180,772

 小計 70,783 420,847

 利息及び配当金の受取額 965 69

 利息の支払額 △35,191 △30,941

 法人税等の支払額 △53,295 △107,110

 法人税等の還付額 － 92,510

 助成金の受取額 86,907 44,341

 保険金の受取額 22,178 6,184

 補償金の受取額 125,076 －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 217,423 425,900

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 店舗閉鎖等による支出 △30,160 △1,463

 長期前払費用の取得による支出 △33,354 △25,447

 有形固定資産の取得による支出 △128,713 △204,213

 有形固定資産の売却による収入 － 883

 無形固定資産の取得による支出 △10,020 △150

 貸付けによる支出 △1,260 △362

 貸付金の回収による収入 1,233 1,394

 資産除去債務の履行による支出 △53,150 △13,988

 差入保証金の差入による支出 △6,934 △12,742

 差入保証金の回収による収入 154,759 34,602

 投資その他の資産の増減額（△は増加） 58 110

 投資活動によるキャッシュ・フロー △107,541 △221,377
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           (単位：千円)
          前連結会計年度

(自 2022年９月１日
　至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
　至 2024年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 500,000 1,697,000

 長期借入金の返済による支出 △647,651 △2,542,951

 支払手数料の支払額 － △71,354

 短期借入金の純増減額（△は減少） － 600,000

 リース債務の返済による支出 △34,362 △28,774

 自己株式の処分による収入 1 2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △182,012 △346,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,117 △195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,013 △141,749

現金及び現金同等物の期首残高 951,368 880,355

現金及び現金同等物の期末残高 880,355 8,605
 

 
（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループでは、顧客に対するサービスの内容により、事業を「カラオケルーム運営事業」「飲食事業」「美容

事業」「メディア・コンテンツ企画事業」に区分し、それぞれの事業で戦略を策定し、事業を展開しております。

 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債、その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2022年９月１日 至 2023年８月31日)

        (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
 (注)１

合計
調整額
 (注)２

連結損益
計算書計
上額
(注)３

カラオケ
ルーム運
営事業
 

飲食事業 美容事業

メディ
ア・

コンテン
ツ企画事
業

計

売上高          

外部顧客への
売上高

3,679,654 1,007,551 1,722,512 75,593 6,485,310 106,789 6,592,100 － 6,592,100

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － － －

計 3,679,654 1,007,551 1,722,512 75,593 6,485,310 106,789 6,592,100 － 6,592,100

セグメント利益
又は損失（△）

250,078 64,674 166,297 64,411 545,462 △135,973 409,488 △493,406 △83,918
 

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「アニメ等コラボレーション事

業」等を含んでおります。

    ２．調整額は以下のとおりであります。

　  セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△493,406千円には、各報告セグメントに配賦してい

ない全社費用△493,406千円が含まれており、これは主に親会社本社のグループ管理部門に係る費用であ

ります。

    ３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 
当連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

        (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
 (注)１

合計
調整額
 (注)２

連結財務
諸表計上
額(注)３

カラオケ
ルーム運
営事業
 

飲食事業 美容事業

メディ
ア・

コンテン
ツ企画事
業

計

売上高          

外部顧客への
売上高

3,835,055 1,207,466 1,782,183 66,148 6,890,853 178,328 7,069,182 － 7,069,182

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － － －

計 3,835,055 1,207,466 1,782,183 66,148 6,890,853 178,328 7,069,182 － 7,069,182

セグメント利益
又は損失（△）

456,511 56,204 126,687 56,368 695,772 △144,972 550,800 △481,544 69,256
 

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「アニメ等コラボレーション事

業」等を含んでおります。

    ２．調整額は以下のとおりであります。

　 　セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△481,544千円には、各報告セグメントに配賦してい

ない全社費用△481,544千円が含まれており、これは主に親会社本社のグループ管理部門に係る費用であ

ります。

    ３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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(収益認識関係)

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、カラオケルーム運営事業を主たる事業としており、一般のカラオケルームでの楽曲・飲食サービス提供

の他、アニメ作品等とコラボレーションしたカラオケルーム運営をしております。その他、ラーメン店を主体とし

た飲食事業、まつ毛エクステンション＆ネイルを主体とした美容事業、着メロ等の配信を行うメディア・コンテン

ツ企画事業を事業ドメインとして運営しております。

 
前連結会計年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)

   (単位：千円)

報告セグメント 契約区分 売上高 構成比

カラオケルーム運営事業 カラオケルーム売上 3,412,209 51.7％

 コラボルーム売上 267,444 4.1％

飲食事業 店舗販売 805,098 12.2％

 卸売 84,349 1.3％

 ＦＣ 118,103 1.8％

美容事業 施術サービス 1,633,706 24.8％

 物販 82,382 1.3％

 卸売 6,423 0.1％

メディア・コンテンツ企画事業  75,593 1.1％

その他  106,789 1.6％

顧客との契約から生じる収益  6,592,100 100.0％

その他の収益  － －％

外部顧客への売上高  6,592,100 100.0％
 

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「アニメ等コラボレーション

事業」等を含んでおります。

 
当連結会計年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)

   (単位：千円)

報告セグメント 契約区分 売上高 構成比

カラオケルーム運営事業 カラオケルーム売上 3,447,398 48.8％

 コラボルーム売上 387,656 5.5％

飲食事業 店舗販売 1,039,885 14.7％

 卸売 69,365 1.0％

 ＦＣ 98,216 1.4％

美容事業 施術サービス 1,673,473 23.7％

 物販 107,700 1.5％

 卸売 1,009 0.0％

メディア・コンテンツ企画事業  66,148 0.9％

その他  178,328 2.5％

顧客との契約から生じる収益  7,069,182 100.0％

その他の収益  － －％

外部顧客への売上高  7,069,182 100.0％
 

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「アニメ等コラボレーション

事業」等を含んでおります。
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(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　2022年９月１日
至　2023年８月31日)

当連結会計年度
(自　2023年９月１日
至　2024年８月31日)

１株当たり純資産額 15.59円
 

 

１株当たり純資産額 16.02円
 

 

１株当たり当期純利益金額 0.42円
 

 

１株当たり当期純利益金額 0.30円
 

 
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

0.42円
 

 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

0.30円
 

 
 

(注) １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後算１株当たり当期純利益金額定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

項目
前連結会計年度

(自　2022年９月１日
至　2023年８月31日)

当連結会計年度
(自　2023年９月１日
至　2024年８月31日)

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失（△） 0.42円 0.30円

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は
当期純損失（△）（千円）

5,551 4,019

普通株主に帰属しない金額 (千円) －  

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金
額又は当期純損失（△）(千円)

5,551 4,019

期中平均株式数（株） 13,185,384 13,186,363

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 0.42 0.30円

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 26,103 47,857

（うち新株予約権） 26,103 47,857

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概
要

－  
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第25期)

自　2022年９月１日
至　2023年８月31日

2023年11月30日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度
(第26期第３四半期)

自　2024年３月１日
至　2024年５月31日

2024年７月16日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2023年11月30日

株式会社鉄人化計画

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人
 

 
東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 桐　川　　　聡 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　橋　康　之 印

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社鉄人化計画の2022年９月１日から2023年８月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社鉄人化計画及び連結子会社の2023年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、前連結会計年度まで３期連続となる営業損

失及び経常損失を計上しており、当連結会計年度においても営業損失を計上している。また、2024年３月に返済期日が

到来するタームローン1,706百万円について取引金融機関と借換え等の協議中である。以上により、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載され

ている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反

映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監

査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
 

カラオケルーム運営事業に係る店舗固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、首都圏を中心に展開しているカラオケルーム

運営事業において、当連結会計年度末現在36店舗出店し

ており、店舗に係る有形固定資産の帳簿価額は839,635

千円であり、連結総資産に占める割合は19.4%である。

また、当連結会計年度において、店舗固定資産について

減損損失66,100千円を計上している。
注記事項（重要な会計上の見積り）固定資産の減損に

記載のとおり、会社は、店舗固定資産の減損の兆候の有
無を把握するために、各店舗を独立したキャッシュ・フ
ローを生み出す最小の単位としており、店舗の営業損益
が過去２期継続してマイナスとなった場合、店舗の営業
損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスであ
る場合、店舗撤退の意思決定をした場合などに減損の兆
候があるものとしている。
店舗固定資産の減損損失の測定に当たっては、減損の

兆候が把握された各店舗の将来キャッシュ・フローを見

積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該店舗固

定資産の帳簿価額を下回るものについて、その「回収可

能価額」を「正味売却価額」又は「使用価値」との比較

により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額

を下回るものについて減損損失を認識している。

「使用価値」の算定は、各店舗の割引前将来キャッ

シュ・フローの見積り及び当該見積りに用いた複数の仮

定に基づいているが、これらは経営者による今後の市場

の動向及び新型コロナウイルス感染症の影響の見通しに

より大きく影響を受ける可能性があり、不確実性を伴う

ものである。そのため、当監査法人はカラオケルーム運

営事業に係る店舗固定資産の減損を監査上の主要な検討

事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、カラオケルーム運営事業に係る店舗固

定資産の減損を検討するに当たり、主として以下の監査

手続を実施した。

・　固定資産の減損に関する内部統制の整備状況及び運

用状況を評価した。

・　減損の兆候の検討資料を入手し、店舗の営業損益の

正確性を確かめるために、売上と販売管理システムか

ら出力されたデータとの突合や本社費の配賦計算の検

証を実施した。また、店舗撤退の意思決定の有無を確

かめるために、取締役会の議事録の閲覧及び経営者へ

の質問を実施した。

・　固定資産の減損損失の認識の判定において、各店舗

の割引前将来キャッシュ・フローの基礎として利用し

ている事業計画における今後の市場の動向や新型コロ

ナウイルス感染症の影響の見通しが合理的であるかを

検討するために、経営者とのディスカッションを実施

した。

・　過年度の事業計画と実績を比較分析し、当期におけ

る会計上の見積りの監査への影響を評価した。

・　取締役会で承認された事業計画と、割引前将来

キャッシュ・フローの算定の基礎となっている店舗別

計画の整合性を検討した。

・　固定資産の減損損失計上額の正確性を確かめるため

に、計算資料を入手し、計算の正確性を検証した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

EDINET提出書類

株式会社鉄人化ホールディングス(E05409)

有価証券届出書（組込方式）

51/57



監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社鉄人化計画の2023年

８月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社鉄人化計画が2023年８月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
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を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上　

 
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2023年11月30日

株式会社鉄人化計画

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人
 

 
東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 桐　川　　　聡 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　橋　康　之 印

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社鉄人化計画の2022年９月１日から2023年８月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社鉄人化計画の2023年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、４期連続となる営業損失、経常損失及び当期純損失

を計上している。また、2024年３月に返済期日が到来するタームローン1,706百万円について取引金融機関と借換え等の

協議中である。以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点で

は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性

が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
強調事項

重要な後発事象（会社分割による持株会社体制への移行）に記載されているとおり、会社は、2023年９月1日付で吸収

分割を実施し、持株会社体制へ移行した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監

査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。
 

カラオケルーム運営事業に係る店舗固定資産の減損

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(カラオケルーム運営事業に係る店舗固定資産
の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年７月16日

株式会社鉄人化ホールディングス

取締役会  御中

太陽有限責任監査法人
 

 
東京事務所

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 桐　川　　　聡　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 尾　形　隆　紀 ㊞

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社鉄人化

ホールディングスの2023年９月１日から2024年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2024年３月１

日から2024年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2023年９月１日から2024年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鉄人化ホールディングス及び連結子会社の2024年５月31

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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